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第一次大戦以降成立してくる現代資本主義を、資本主義から社会主義への過渡期にあるものと捉えることについて
は、こんにち異論をさしはさむ研究者はいないであろう。特に第二次大戦以降の資本主義は、第一次大戦とは比較に
ならぬほどの「人的・物的資源」の消粍を第二次大戦において強制されたので、いちじるしく弱体化したために、過
渡
期
的
性
格
を
鮮
明
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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一九一七年のロシア革命によるソヴィエト政権の成立は、それまでのいわゆる古典的帝国主義段階における帝国主
義諸列強間の不均等発展にもとづく対立・抗争を軸にして、資本主義史上最初の世界戦争に収散していくような、帝
国主義的な世界市場の再分割闘争Ⅱ再編を一義的に展開することを許さなくなったものとして、その歴史的意義を与
えられている。以上の意味において、第一次大戦以前の「古典的帝国主義の時代」は終焉し、それ以降いわゆる「解
体
期
に
あ
る
帝
国
主
義
の
時
代
」
、
あ
る
い
は
世
界
史
的
に
は
「
過
渡
期
に
あ
る
資
本
主
義
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
・

では一体、第二次大戦後における資本主義は、同じく過渡期にある資本主義の時代にあるとはいっても、両大戦間
期のそれといかなる意味で異なっているのであろうか。勿論、この問題は論者の分析視角によってそれぞれ違ってこ
ざるをえないことはいうまでもない。分析視角は現実の経済過程を客観的に対象とする経済学者にとっては、それぞ
れの鮮烈な歴史認識に支えられることなしにはありえない。したがって、そうした歴史認識に支えられてはじめて、
現実の過程が展開する諸特徴あるいは諸指標のいずれをもってその基本的なあのとするかの選択も可能となる。まず
大
島
澗
氏
の
分
析
視
角
を
取
り
上
げ
て
ふ
よ
う
。

「第二次大戦後の資本主義世界は、はなはだしく弱体化した。第一次大戦の経過のうちにソビエト・ロシアが誕生
するとともに、人類社会の歴史は資本主義から社会主義への過渡期に入ったといいうるのであるが、第二次大戦はこ
の過程をいちじるしく促進したのである。……第一次大戦後と第二次大戦後をくらべたぱあい、その決定的相違は一
九二○年代には金本位制の再建によって資本主義世界の復興が進められたのに対し、第二次大戦後はＩＭＦ体制すな
わちドルによって復興への道がひらかれたことにあるといえよう。……第一次大戦後のぱあいには国際的な金本位制
の維持が不可能のことのうちに資本主義の没落過程が反映されたように、第二次大戦後の資本主義体制の危機は、国



際
経
済
関
係
に
お
い
て
は
ド
ル
危
機
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
ル
危
機
が
発
生
す
る
国
際
経
済
上
の
構
造
を
究
明
す
る
こ

（
１
）
 

と
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
経
済
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
通
ず
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」

（
１
）
大
島
清
編
『
戦
後
世
界
の
経
済
過
程
』
一
九
六
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
一
一
’
四
ペ
ー
ジ
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
島
氏
は
第
一
次
大
戦
後
の
現
代
資
本
主
義
を
過
渡
期
Ⅱ
没
落
期
と
規
定
し
、
そ
の
指
標
を
通
貨
体
制
の
危
機
に

求
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
第
二
次
大
戦
後
の
資
本
主
義
体
制
の
危
機
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
危
機
Ⅱ
ド
ル
危
機
と
し
て
お
さ
え
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制

の
危
機
に
収
敵
す
る
国
際
経
済
関
係
の
展
開
が
、
す
な
わ
ち
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
経
済
論
を
形
成
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し

たがって、氏の著作も「ドル体制の形成」、「ドル体制の展開」、「ドル体制の危機」の一一一部構成をとっているのも、
そ
う
し
た
分
析
視
角
か
ら
い
え
ば
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。

木
下
悦
二
氏
は
大
島
氏
の
よ
う
な
分
析
視
角
を
評
し
て
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
的
視
座
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
だ
が
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
視
座
そ
の
も
の
に
疑
問
を
提
出
し
た
い
・
こ
の
視
座
に
立
つ
世
界
経
済
と
は
本
質
に
お
い
て
少
数
の
高
度
資
本
主
義
国
の
織
り
な

す
世
界
経
済
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
「
世
界
経
済
と
は
こ
れ
ら
諸
国
の
利
害
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｇ
Ａ
Ｔ

（
２
）
 

Ｔ
体
制
的
視
座
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
利
害
の
枠
内
に
世
界
経
済
を
限
定
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
所
詮
世
界
経
済
論
を
な

し
え
な
い
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
木
下
悦
二
『
現
代
世
界
経
済
論
』
一
九
七
八
年
、
新
評
論
、
二
一
一
ペ
ー
ジ
。

で
峰
木
下
氏
自
身
に
よ
る
現
代
世
界
経
済
論
、
な
い
し
現
代
世
界
経
済
の
「
過
渡
期
」
性
格
は
、
い
か
に
把
握
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
・
木
下
氏
は
レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
論
』
を
引
合
い
に
出
し
つ
つ
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
段
階
規
定
の
根
底
に
あ
る
の
は
世
界
の
分

割
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
の
に
対
し
、
植
民
地
制
度
が
崩
壊
し
た
第
二
次
大
戦
後
に
は
「
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
」
と
い
う
規
定
に

（
３
）
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「
重
大
な
修
正
」
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
「
今
日
で
は
経
済
に
お
け
る
独
占
が
政
治
に
お
け
る
独
占
的
、
暴
力
的
、

侵
略
的
行
動
様
式
を
い
つ
の
場
合
も
貫
ぬ
き
通
す
の
を
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
一
つ
の
時
代
の
終
結
を
指

摘
し
た
い
。
独
占
資
本
主
義
の
経
済
法
則
が
も
は
や
一
義
的
に
貫
徹
し
え
な
く
な
り
、
世
界
を
政
治
的
、
経
済
的
に
思
い
の
ま
ま
に
支
配

し
え
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
植
民
地
制
度
の
崩
壊
に
よ
っ
て
独
占
資
本
主
義
は
も
は
や
『
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』
を
構
成
し
え
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
の
帝
国
主
義
は
『
政
策
と
し
て
の
帝
国
主
義
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
『
新
植
民
地
主
義
』
と
呼
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
世
界
経
済
は
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
に
お
け
る
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
と
提

（
４
）
 

』
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」

（
３
）
木
下
悦
二
、
詩

（
４
）
木
下
悦
二
、
錨

と
で
あ
る
。

（
３
）
木
下
悦
二
、
前
掲
書
、
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
木
下
悦
二
、
前
掲
書
、
二
一
’
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
 

大
島
氏
と
違
っ
て
、
木
下
氏
の
場
合
、
そ
の
分
析
視
角
は
「
植
民
地
制
度
の
崩
壊
こ
そ
が
現
代
を
規
定
す
る
‐
も
っ
と
●
も
重
要
な
要
因
」

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
視
角
に
立
っ
て
の
過
渡
期
性
格
の
把
握
で
あ
る
こ
と
は
、
上
記
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
こ

（
５
）
木
下
悦
二
『
現
代
資
本
主
義
の
世
界
体
制
』
一
九
八
一
年
、
岩
波
書
店
、
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
。

こ
こ
で
大
島
、
木
下
両
氏
の
分
析
視
角
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
現
状
分
析
を
試
み
る
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
歴
史
認
識
が
視
角
に
い

か
に
反
映
さ
れ
て
、
相
異
な
っ
た
帰
結
を
生
糸
出
す
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
両
氏
の
分
析
視
角
そ
の
も

の
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
自
身
の
視
角
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
大
方
の
ご
批
判
を
え
ら
れ
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

と
０ 



一
九
一
四
年
夏
に
は
じ
ま
り
、
一
九
一
八
年
二
月
で
終
わ
る
第
一
次
大
戦
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
諸
列
強
間
の
不
均
等

的
発
展
に
も
と
づ
く
世
界
市
場
の
再
分
割
闘
争
の
必
然
的
産
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
て
く
る
世
界
経
済
の
再

編
問
題
は
、
当
然
に
戦
争
の
勝
者
（
Ⅱ
英
仏
な
ど
の
連
合
国
）
に
よ
る
敗
者
（
Ⅱ
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
な
ど
の

同
盟
国
）
の
市
場
の
奪
取
を
も
っ
て
完
了
す
る
。
戦
前
二
九
○
五
年
）
、
ド
イ
ツ
は
海
外
に
約
一
四
○
○
万
の
人
口
を
抱
え
る
一
○
○

（
１
）
 

○
平
方
マ
イ
ル
（
ド
イ
ツ
本
土
の
面
積
の
約
五
倍
に
相
当
す
る
）
に
達
す
る
植
民
地
を
領
有
し
て
い
た
が
、
敗
戦
の
結
果
、
そ
れ
ら
は

「
委
任
統
治
領
」
の
名
の
下
に
す
ぺ
て
没
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
海
外
領
土
の
う
ち
、
東
ア
フ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
。
、
ヘ
ル
ギ

ー
に
、
西
南
ア
フ
リ
カ
は
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
に
、
ト
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
と
カ
メ
ル
ー
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
東
西
に
分
割
さ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ

ン
ス
に
、
赤
道
以
北
の
南
洋
諸
島
は
日
本
に
、
以
南
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
仁
な
ど
、
連
合
諸
国
は
獲
物
を
分
け
合
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
本
土
の
、
面
積
に
お
い
て
一
三
％
、
人
口
に
お
い
て
一
○
％
の
地
域
を
分
割
し
た
。
こ
れ
ら
領
土
条
項
は
、
賠
償
、
制
裁
な
ど
の

条
項
と
と
も
に
、
連
合
国
と
ド
イ
ツ
と
の
間
に
一
九
一
九
年
六
月
一
一
八
日
締
結
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
確
定
し
た
も
の
で
、

続
い
て
連
合
国
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
条
約
（
同
年
九
月
一
○
日
）
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ヌ
ィ
ィ
ー
条
約
（
同
年
二
月

一
一
七
日
）
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ト
リ
ア
ノ
ン
条
約
（
一
九
二
○
年
六
月
四
日
）
、
ト
ル
コ
と
セ
ー
ヴ
ル
条
約
（
同
年
八
月
一
○
日
、
こ
の
条
約

は
ト
ル
コ
で
批
准
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
の
ち
一
九
一
一
一
一
一
年
七
月
二
一
一
一
日
に
セ
ー
ヴ
ル
条
約
を
破
棄
し
て
新
た
に
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
を
締

結
）
を
結
び
、
勝
者
に
よ
る
戦
後
処
理
は
一
応
完
了
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
「
平
和
条
約
」
の
中
核
を
な
す
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
連
合
国
に
よ
る
同
盟
国
処
理
を
も
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
Ⅱ
戦
後
再
編
体
制
と

現
在
世
界
経
済
論
の
構
図

五

二
第
一
次
大
戦
後
の
世
界
経
済
の
編
成



（
１
）
］
・
諺
・
因
◎
ず
⑩
。
旦
冒
で
且
ロ
ー
尉
目
・
鱈
⑩
２
号
・
］
呂
暉
・
矢
内
原
忠
雄
訳
『
帝
国
主
義
論
』
上
巻
、
一
九
五
一
年
、
岩
波
書
店
、
六
八
ペ
ー
ジ
・

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
前
述
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
領
の
一
部
の
支
配
権
を
え
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
の
ち
ト
ル
コ

帝
国
処
理
の
過
程
で
旧
ト
ル
コ
領
か
ら
新
た
に
生
ま
れ
た
シ
リ
ア
、
ビ
ハ
ノ
ソ
を
も
「
委
任
統
治
領
」
と
し
て
猶
得
し
た
。
こ
の
ほ
か
に

フ
ラ
ン
ス
は
自
己
の
戦
災
地
の
復
旧
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
戦
時
中
の
対
米
俄
務
支
払
い
の
財
源
と
し
て
巨
額
の
賠
倣
を
要
求
し
た
。
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
二
一
一
二
条
は
「
ド
イ
ツ
国
及
び
そ
の
同
盟
国
の
攻
撃
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
戦
争
の
結
果
そ
の
政
府
及
び
国
民
の
被

っ
た
一
切
の
損
失
及
び
損
害
に
つ
い
て
、
責
任
が
ド
イ
ツ
国
及
び
そ
の
同
盟
国
に
あ
る
こ
と
を
断
定
し
、
ド
イ
ツ
国
は
こ
れ
を
承
認
す

る
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
額
、
支
払
い
方
法
は
一
九
一
二
年
五
月
一
日
ま
で
に
連
合
国
賠
償
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
こ
の

条
約
に
は
明
記
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
政
府
及
び
国
民
の
被
っ
た
一
切
の
損
失
及
び
損
害
」
、
つ
ま
り
一
般
人
民
の
損
害
は

も
と
よ
り
死
傷
軍
人
と
そ
の
家
族
へ
の
支
払
い
な
ど
、
到
底
金
額
で
表
わ
す
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
途
方
も
な
い
賠

償
要
求
を
合
法
化
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
首
相
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
フ
ラ
ン
ス
首
相
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
、
ド
イ
ツ
に
可
能

な
限
り
多
く
支
払
わ
せ
る
た
め
に
は
「
平
和
条
約
」
に
賠
償
総
額
を
明
文
化
し
な
い
方
が
有
利
で
あ
る
と
の
一
致
し
た
判
断
を
も
っ
て
い

（
２
）
 

た
。
こ
う
し
て
一
九
二
一
年
五
月
、
連
合
国
賠
償
委
員
会
は
ド
イ
ツ
の
賠
償
総
額
を
一
一
一
一
二
○
億
金
マ
ル
ク
と
決
定
し
、
そ
れ
に
ペ
ル
ギ

（
３
）
 

－
戦
債
肩
代
り
分
四
○
億
マ
ル
ク
を
加
え
て
一
三
六
○
億
マ
ル
ク
と
し
た
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
側
で
予
想
し
て
い
た
一
一
一
○
○
億
マ
ル
ク
を
は

る
か
に
上
回
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
が
か
つ
て
の
経
済
力
を
回
復
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
繁
栄
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
ド

（
４
）
 

イ
ッ
の
賠
償
支
払
能
力
を
最
大
限
二
○
億
ポ
ン
ド
（
Ⅱ
約
四
○
○
億
マ
ル
ク
）
と
見
紋
し
た
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
の
予
想
を
も
大
幅
に

上
回
る
、
ま
さ
に
「
天
文
学
的
」
数
字
で
あ
っ
た
。

呼
ぶ
。

六



（
２
）
『
岩
波
辮
座
世
界
歴
史
』
第
二
五
巻
、
一
九
七
○
年
、
岩
波
書
店
、
三
一
ペ
ー
ジ
。
も
っ
と
も
、
テ
イ
ラ
ー
の
見
解
は
こ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
批
乱
さ
れ
た
一
九
一
九
年
の
雰
囲
気
の
な
か
で
こ
ま
か
く
定
め
ら
れ
た
数
字
が
、
ど
れ
も
懲
嗣
的
な
そ
し
て
非
現
実
的
な
ほ
ど
に
高
い

こ
と
を
ロ
イ
ド
。
ジ
富
ｌ
ジ
は
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、
条
約
は
ド
イ
ツ
の
負
担
に
関
し
て
原
則
を
の
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
金
額
は
の
ち

に
、
そ
の
財
政
能
力
を
冷
静
に
検
討
し
た
あ
と
確
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た
。
」
（
シ
・
］
・
勺
・
曰
ご
－
．
『
・
向
昌
一
扇
ヶ
目
⑫
８
ｑ
》
】
巴
←
‐
］
農
、
》

Ｓ
＆
・
都
築
忠
七
訳
『
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
』
Ｉ
、
一
九
六
八
年
、
糸
す
ず
書
房
、
一
二
一
ペ
ー
ジ
）

（
３
）
国
．
○
・
三
．
巳
ｓ
ｐ
ｇ
１
Ｏ
団
・
富
。
⑦
日
吋
の
．
。
①
【
日
目
ぺ
の
Ｃ
：
：
』
［
］
８
℃
Ｐ
］
・
ｓ
ｇ
（
『
の
ロ
『
・
】
臼
⑭
）
・
勺
・
巴
。

（
４
）
］
・
言
・
【
の
百
①
ｍ
・
曰
訂
向
８
口
。
且
ｎ
ｏ
：
い
の
Ｐ
臣
の
：
厨
。
（
晏
の
句
８
８
．
こ
こ
・
早
坂
忠
訳
『
平
和
の
経
済
的
帰
結
』
一
九
七
七
年
、
東
洋

経
済
新
報
社
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
。

ド
イ
ツ
賠
償
に
関
し
て
、
英
仏
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
よ
う
な
巨
額
の
賠
償
を
要
求
す
る
に
い
た
っ
た
事
情
は
な
ん
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権
の
成
立
直
後
の
一
九
一
七
年
一
二
月
に
レ
ー
ニ
ン
に
よ

（
５
）
 

っ
て
執
筆
さ
れ
た
「
銀
行
国
有
の
実
施
と
こ
れ
に
関
連
す
る
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
の
布
告
草
案
」
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
一
八
年
二
月

に
正
式
に
布
告
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
の
大
地
主
と
ロ
シ
ア
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
諸
政
府
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
す
べ
て
の
国
侭
は
破
棄
さ

れ
る
。
無
条
件
に
、
か
つ
な
ん
ら
の
例
外
な
し
に
、
一
切
の
外
債
は
破
棄
さ
れ
る
」
と
の
宣
言
で
あ
ろ
う
。
戦
前
（
一
九
一
四
年
）
、
フ

（
６
）
 

ラ
ソ
ス
は
海
外
投
資
総
額
四
五
○
億
フ
ラ
ン
の
二
五
％
に
あ
た
る
一
一
一
一
一
億
フ
ラ
ン
を
ロ
シ
ア
に
投
資
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
多
額

の
ロ
シ
ア
投
資
は
上
記
の
布
告
宣
言
に
よ
っ
て
回
収
不
能
に
陥
っ
た
だ
け
で
な
く
、
対
ト
ル
コ
投
資
（
三
一
一
一
億
フ
ラ
ン
）
も
同
様
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
を
し
て
対
独
賠
償
交
渉
に
際
し
、
き
わ
め
て
強
硬
な
、
高
圧
的
態
度
を
と
ら
し
め
た
背
景
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
第
二
に
は
空
前
の
規
模
で
の
戦
費
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
家
財
政
は
戦
争
遂
行
の
た
め
の
莫
大
な
戦
費
を
中
心
と
し
て
急
速
に
膨
脹

し
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
八
年
の
軍
事
費
総
額
は
一
二
一
一
一
一
億
フ
ラ
ン
、
年
平
均
二
四
六
億
フ
ラ
ン
で
あ
り
、
戦
前
（
一
九
一
一
一
一
年
）
の

（
７
）
 

経
常
予
算
総
額
約
五
○
億
フ
ラ
ン
の
五
倍
に
達
す
る
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
軍
事
費
は
フ
ラ
ン
ス
財
政
の
経
費
総
額
の
約
七
割
を
占
め

現
在
世
界
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以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
対
独
賠
償
政
策
は
、
領
土
条
項
と
並
ん
で
ド
イ
ツ
か
ら
の
徹
底
的
剥
奪
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
な
お
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
の
悩
柔
の
種
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
の
安
全
保
障
問
題
で
あ
っ
た
。
安
全
保
障
問
題
は
前
述
の
賠
償
問
題

化
し
、
ド
イ
ツ
軍
の
侵
司

必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

現
在
世
界
経
済
倫
の
構
図

八

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
講
和
会
議
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
と
と
も

に
、
結
果
的
に
は
そ
の
主
張
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
、
取
り
下
げ
た
と
は
い
え
、
戦
費
を
も
ド
イ
ツ
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
は
戦
費
調
達
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
は
米
英
の
金
融
援
助
を
受
け
、
戦
争
終
結
時
に
は
戦
前

（
８
）
 

の
債
権
国
（
純
債
権
三
八
○
億
フ
ラ
ン
）
か
ら
償
務
国
（
純
債
務
六
八
億
フ
ラ
ン
）
に
転
落
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
八

年
末
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
的
債
務
残
高
総
額
は
二
一
一
二
億
フ
ラ
ン
、
う
ち
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
一
一
八
億
フ
ラ
ン
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て

（
９
）
 

一
一
一
二
億
フ
ラ
ン
に
達
し
、
こ
れ
が
の
ち
に
い
わ
ゆ
る
戦
債
と
賠
償
の
連
動
関
係
を
ひ
き
起
こ
し
、
ド
イ
ツ
が
賠
倣
を
支
払
う
こ
と
を
前

提
と
し
て
の
み
戦
債
は
処
理
さ
れ
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
四
に
は
一
八
七
一
年
の
普
仏
戦
争
で
の
敗
戦
以
来
の

対
独
憎
悪
感
情
を
煽
り
、
そ
れ
が
報
復
主
義
へ
世
論
を
結
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、
主
た
る
工
業
地
帯
が
焦
土
と

化
し
、
ド
イ
ツ
軍
の
侵
入
に
よ
っ
て
豪
つ
た
う
ラ
ソ
ス
の
重
工
業
生
産
は
大
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
復
興
に
多
額
の
資
金
が

'へ′■、／、′■、′■、

９８７６５ 
、-ノミーノ、.ノミーノＬノ

『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
二
六
巻
、
大
月
識
店
、
四
○
一
ペ
ー
ジ
。

ｍ
・
国
・
ロ
◎
二
ｍ
戸
田
『
：
○
の
Ｉ
シ
■
一
い
［
Ｃ
ｕ
。
【
ｚ
色
二
．
息
一
両
８
口
。
Ｂ
一
ｓ
」
『
９
１
巳
②
Ｐ
Ｓ
四
℃
（
Ｈ
ｇ
『
・
］
弓
Ｓ
・
己
・
囲
切
・

幻
・
旨
・
因
＆
函
・
目
嵜
の
勺
巨
匡
一
・
国
口
：
。
①
。
｛
勺
。
ｍ
［
乏
胃
田
圃
目
⑪
】
ｇ
Ｐ
ｂ
・
』
巳
・

の
・
因
。
、
］
◎
色
、
戸
◎
己
・
ロ
［
。
ご
己
・
山
①
四
・

エ
・
○
・
旨
。
巨
一
［
。
ｐ
出
ゴ
ユ
Ｏ
・
伊
の
ゴ
ー
⑫
。
『
ず
の
旬
【
の
回
り
ラ
ロ
の
官
勺
『
。
こ
の
日
・
』
褐
、
（
円
の
己
『
・
】
弓
⑬
）
】
で
．
』
圏
．



と
と
も
に
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
の
ち
に
そ
の
解
決
が
持
ち
越
さ
れ
た
一
一
つ
の
重
要
な
課
題
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
賠
償
問

題
に
つ
い
て
は
す
で
に
簡
単
に
み
た
の
で
、
こ
こ
で
は
安
全
保
障
問
題
を
取
り
上
げ
て
ゑ
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
ド
イ
ツ
と
の
国
境
問
題
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
二
月
の
。
く
り
平
和
会
議
に
提
出
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
覚
書
に
よ
る
と
、

「
危
険
は
ラ
イ
ン
河
の
左
岸
と
そ
の
橘
梁
を
ド
イ
ツ
が
領
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
…
…
当
面
の
情
勢
に
あ
っ
て
は
西
欧
と
海
外

（
、
）

の
民
主
主
義
諸
国
の
安
全
の
た
め
に
は
こ
れ
ら
諸
国
が
必
ず
ラ
イ
ン
河
の
橋
梁
を
守
備
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
連
合
国
に
よ

る
ラ
イ
ン
河
左
岸
占
領
榊
想
の
表
明
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
大
戦
中
、
ラ
イ
ン
河
左
岸
の
併
合
を
画
策
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
次
大
戦
の
さ
な
か
の
一
九
一
七
年
一
一
一
月
一
一
日
、
フ
ラ
ン
ス
は
麗
仏
協
定
を
結
び
、
連
合
国
の
勝
利
後
に
お
け
る
ラ
イ

ン
河
左
岸
併
合
計
画
に
対
す
る
ロ
シ
ア
政
府
の
合
意
を
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
ロ
シ
ア
政
府
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
に
よ
っ
て

打
倒
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
計
画
も
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。
大
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
は
代
案
と
し
て
占
領
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
が
、
ラ

イ
ン
河
左
岸
に
住
む
五
○
○
万
以
上
の
ド
イ
ツ
人
を
分
離
す
る
こ
と
は
、
民
族
自
決
の
原
則
に
反
す
る
と
し
て
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統

領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
反
対
に
逢
着
し
、
・
く
り
平
和
会
議
は
重
大
な
難
局
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
激
し
い
対
立
の
の
ち
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
一
九
一
九
年
四
月
一
一
二
日
に
一
一
一
巨
頭
会
談
を
開
き
、
ラ
イ
ン
河
左
岸
の
占
領
政

策
案
を
フ
ラ
ン
ス
が
破
棄
す
る
代
わ
り
、
そ
の
補
償
と
し
て
次
の
二
点
で
合
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
に
は
ラ
イ
ン
河
左
岸
の
一
五

年
間
占
領
、
右
岸
五
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
非
武
装
化
、
第
二
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
と
保
障
条
約
を
締
結
し
、
将
来
の

ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
侵
略
に
際
し
、
共
同
の
軍
事
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
保
障
し
た
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
、

当
初
の
野
望
が
砕
か
れ
た
と
い
う
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
、
米
英
に
よ
る
独
仏
国
境
の
保
障
を
獲
得
し
た
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
世
界
経
済
稔
の
構
図
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第二に、ドイツ東部国境問題である。ヨーロッパの安全保障とフランスがいう場合には、第一に述べたドイツ西部
国境の象ならず、ドイツ東部国境をも含めて考えているのである。前者は、ドイツと国境を接しているフランスがド
イツの直接的侵略に備えるためには、フランス一国の力では到底防ぎえないところから、いきおい集団的な安全保障
体制を敷設しなければならないという要請から発している・これに対し後者は、ドイツとロシアとの間に挾まれた東
ヨーロッパ諸国へのドイツ侵略に備えるためであり、仮にドイツの侵略によって東ヨーロッパ諸国が占領でもされれ
ば、強力となったドイツは再びフランスを脅かすことは必定であるという判断にもとづいている。こうしてフランス
は、東ヨーロッパ諸国との安全保障体制を構築し、ドイツを東西から包囲しようというわけである。

現
在
世
界
経
済
論
の
櫛
図

一
○

（、）向・■・ａ四目・閂。［の自画二．目」幻の］鯵二○口いずの§の。ｐＳの司三・言。Ｒ－１言画『⑫』臼垣‐］①９．巳ムヨ・衛藤藩吉・斉藤孝訳『両大戦
間における国際関係史』一九六八年、清水弘文堂書房、二七ページからの再引用。

ところが、パリ会議において米英を含めた連合諸国が調印したヴェルサイユ条約は、一九一一○年一月一九日アメリ
カ議会によって批准が拒否され、それとともに前述の米仏条約も葬り去られたのである。したがってまた、英仏条約
も無効となり、フランスは改めて安全保障の新しい道を模索しなければならなかった。これがのちのロカルノ条約と
なって結実する。すなわち、それは一九一一五年一○月におこなわれたロカルノ会議での討議を経て同年一二月一日に、
イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、イタリアの間で調印された相互安全保障条約であって、基本的にはドイツ
西部国境の現状維持、ラィンラントの非武装化を再確認し合ったものである。これによってドイツは、一九一一○年一
月に発足した国際連盟加入への国際的支持をうる基盤をもつことになり、一九二六年九月にその加入が実現したので
あ
る
。



ところで、ドイツをはじめとする旧同盟国と連合国が矢継ぎ早に講和条約を結んでいったことは前に述べたが、そ
れは当時、ロシア革命に端を発した革命の高波がヨーロッパ大陸を席捲していたからであって、連合国はこれら革命
勢力を撃退しつつ、講和条約の締結を急いだ結果であった。これらの諸条約によって、オーストリア・ハンガリー帝
国はオーストリア、ハンガリー、チェコスロヴァキアの一一一国に分解し、新しくポーランドが独立し、スロヴェニァは
セルピアと旧くソガリー帝国から割譲を受けたクロアチァを併合してユーゴスラヴィァを建国した。それらは「戦前
の経済との連続性」を全く無視した、「民族自決」という名の下での、すぐれて政治的な新しい国境の線引き作業

（
ｕ
）
 

の産物であった・東ヨーロッパにおけるこれら新生の弱小国家群の誕生は、戦前の統一的な有機的な経済を喪失せし
めただけでなく、概して農業国である東ヨーロッパ諸国は戦後の世界経済構造変化の中で、艇産物処理に一貫して岬
吟することになったのである・これらの東ヨーロッパの弱小諸国をしてドイツ包囲網の一環たらしめるためには、フ
ランスはそれら諸国と同盟関係を結び、相当な軍事援助を与えなければならない。フランスが「ヨーロッパの憲兵」
た
ら
ん
と
す
る
た
め
に
当
然
に
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
犠
牲
で
あ
る
。

（ｕ）閂・弓・因の『自ら目』。。宛昔嵐・同８口◎己一○己のご宛－．℃Ｂ①ロ斤冒同色印【ＩＣのロ［目一両日。ｂの旨昏の』習う：」ｇ［ゴ○の日日｝の⑩】
】臼』も。】『い・南塚信吾監訳『東欧経済史』一九七八年、中央大学出版部、一一一一一ページ。

第一次大戦が休戦した一九一八年二月ののちにおいても、ロシアでは反革命軍である白軍と赤軍とが戦闘状態に
あり、連合国は引続いて白軍に軍事援助を与えて、ポリシェヴイズムに対する干渉戦争を展開していた。イギリスは
フランスと共同の軍事行動を起こし、また一億ポンドという巨額の軍需品を反革命軍に提供」鶴。一九二○年四月、
白軍の要請を受けてポーランド軍がロシアに侵入し、いわゆるソヴィエト。ポーランド戦争が開始され、同年夏の赤

一
一

現
在
世
界
経
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概
図



（
過
）

月
も
」
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代
世
界
経
済
論
の
構
図

一
一
一

軍
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
進
攻
に
よ
っ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
危
機
に
陥
っ
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
は
大
規
模
な
軍
事
援
助
を
お
こ
な
い
、
辛
じ
て
ワ
ル
シ

ャ
ワ
陥
落
を
免
れ
、
赤
軍
を
撃
退
す
る
の
に
成
功
し
た
。
一
九
二
一
年
一
一
一
月
の
リ
ガ
条
約
に
よ
っ
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
戦
争
が

終
燈
す
る
直
前
の
同
年
二
月
、
フ
ラ
ン
ス
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
同
盟
条
約
を
締
結
し
た
が
、
こ
の
条
約
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
ド
イ
ツ
包
囲
網
と
い
う
性
格
と
並
ん
で
、
反
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
い
う
性
格
を
も
併
せ
も
つ
も
の
と
し
て
の
歴
史
的
意
義
を

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
与
え
ら
れ
た
後
者
の
特
殊
歴
史
的
な
性
格
は
、
通
常
緩
衝
地
帯
あ
る
い
は
防
疫
線
と
い
わ

れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
緩
衝
国
た
る
位
置
づ
け
を
与
え
た
の
は
恐
ら
く
レ
ー
ニ
ン
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

レ
ー
ニ
ン
は
一
九
一
一
○
年
一
○
月
初
頭
に
開
か
れ
た
皮
革
製
造
業
労
働
者
・
職
員
大
会
に
お
い
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
戦
争
の

国
際
的
意
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
ユ
デ
ー
ー
ッ
チ
、
コ
ル
チ
ャ
ッ
ク
、
デ
ー
ー
キ
ン
を
打
ち
や
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
わ
れ

わ
れ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
を
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ユ
デ
ー
ー
ッ
チ
、
コ
ル
チ
ャ
ッ
ク
、
デ
ニ
キ
ン
に

襲
い
か
か
り
、
彼
ら
を
海
へ
撃
退
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
攻
撃
す
る
と
き
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ

っ
て
協
商
国
そ
の
も
の
を
攻
撃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
を
破
壊
す
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
ん
に
ち
の
国
際
関
係
の

全
体
制
が
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ポ
ー

ラ
ン
ド
に
な
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
労
働
者
が
、
彼
ら
の
待
ち
も
う
け
、
歓
迎
し
て
き
た
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
か
ら
援
助
を

受
け
る
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
は
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
勝
利
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
国
際
的
体
制
全
体

は
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
を
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
か
ら
へ
だ
て
て
い
る
緩
衝
国
を
失
う
で
あ
る

（
辺
）
シ
・
］
・
田
・
『
ご
〕
：
。
ご
・
骨
・
邦
訳
、
Ｉ
、
一
二
四
ペ
ー
ジ
。



（咽）『レーニソ全集』第一一一一巻、大月識膚一一一○一一一’一一一○四ページ。／の箇所はパラグラフの切れ目をしめす。
みられるようにレーニンは、ソヴィエト軍のポーランド攻撃はヴェルサイユ条約への攻撃であり、ポーランド軍を

破壊することになれば、フランス（Ⅱ連合国）はロシアとドイツとのあいだの緩衝地帯を失うことになり、それによ
って戦後ヨーロッ・〈に構築された国際的体制の総体は崩壊するであろうと論じている。いいかえれば、レーニソは国
際的な戦後体制をヴェルサイユ条約として捉え、その核心をポーランド（および東ヨーロッパ諸国）の緩衝国として
の設定に承たのである・ポーラソドにふられるような反ポリシェヴイズムとしての緩衝国の配麗は、戦後のドイツお
よび東ヨーロッ・〈諸国の革命勢力の圧殺の上に立つ資本主義的な戦後秩序維持にとっては不可欠なものであったとい
えよう。こうしてヴェルサイユ体制は二重の性格、すなわち第一には反独としてドイツからの徹底的剥奪を通じて戦
前のドイツ金融資本の蓄積構造を破壊し、「カルタゴの歌繩」を実現すること、第二には反ポリシエヴバズムとして
東ヨーロヅ・〈諸国を緩衝国ないし防疫線として設定し、ポリシエヴィズムの侵入を阻止すると同時にドイツを包囲す
るべく位置づけたこと、を付与されたのである。前述のようなフーブソスのポーランドとの同盟条約の締結、そしてま
た一九一一一年に成立したチェコスロヴァキア、ユーゴスラヴィァ、ルーマニア一一一国からなる小協商国への接近（それ
は一九一一四年一月のフランス・チェコスロヴァキア同盟条約の締結となって結実した）は、以上の観点から進められ
て
い
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（ｕ）］・富・尻の旨の⑫》。ご・。〕（・邦訳、一一七ページ。

第一次大戦後の政治的、経済的な再編体制として登場してくるヴェルサイユ体制は、一方では大戦末期におけるロ
シア革命勃発によるソヴィエト政権の成立、他方ではドイツをはじめとする同盟国の敗戦、を当然の前提として組み
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こ
れ
ら
諸
国
に
重
圧
と
な
っ
て
の
し
か
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

（
応
）

億
七
○
○
○
万
マ
ル
ク
は
国
家
経
饗
の
三
一
一
一
％
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
多
く
』

（
随
）

の
で
あ
る
。

現
在
世
界
経
済
論
の
構
図

一
四

立
て
ら
れ
た
特
殊
歴
史
的
な
体
制
で
あ
っ
た
。
ま
ず
政
治
的
に
は
、
人
類
社
会
最
初
の
社
会
主
義
社
会
の
成
立
と
そ
の
影
響
の
ド
イ
ツ
へ

の
波
及
は
、
ド
イ
ツ
が
戦
前
の
古
典
的
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
最
も
発
展
し
た
重
工
業
国
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
大
陸
の
「
中
心
国
」

的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
だ
け
に
そ
の
衝
撃
は
測
り
知
れ
な
く
、
英
仏
等
の
連
合
国
は
ド
イ
ツ
革
命
の
圧
殺
を
は
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
の
根
源
で
あ
る
ロ
シ
ア
革
命
を
す
ら
抹
殺
す
べ
く
対
ソ
干
渉
戦
争
を
組
織
し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
革
命
の
圧
殺
に
成
功
し
た
と
は
い

え
、
対
ソ
干
渉
戦
争
に
は
敗
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
連
合
国
は
、
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
を
遮
断
す
る
た
め
に
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
に
一
大
障

壁
を
構
築
し
て
そ
れ
を
防
疫
線
な
い
し
は
緩
衝
地
帯
た
ら
し
め
よ
う
と
企
図
し
た
こ
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
に
と
っ
て
は
け
だ
し
当
然

と
い
え
る
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
に
構
築
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
緩
衝
地
帯
は
、
同
時
に
ド
イ
ツ
包
囲
網
の
一
環
を
担
う
も
の
と
し
て
、
連
合
国

に
と
っ
て
、
特
に
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
防
衛
し
維
持
す
る
こ
と
が
死
活
問
題
と
し
て
の
焦
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
反
面
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
諸
国
に
と
っ
て
の
こ
う
し
た
緩
衝
地
帯
の
も
つ
意
義
は
、
軍
事
費
の
負
担
を
増
大
さ
せ
、
生
誕
間
も
な
い

こ
れ
ら
諸
国
に
重
圧
と
な
っ
て
の
し
か
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
一
九
二
三
年
の
軍
事
費
一
一
一

（
応
）

億
七
○
○
○
万
マ
ル
ク
は
国
家
経
饗
の
三
一
一
一
％
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
多
く
は
外
憤
に
依
存
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た

（
狙
）
横
浜
正
金
銀
行
『
調
査
報
告
』
七
八
号
、
一
九
三
○
年
、
三
一
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
焔
）
東
欧
諸
国
の
窮
状
に
つ
い
て
は
、
閂
・
弓
・
口
閂
の
己
目
旦
○
・
屡
口
三
一
．
己
．
。
】
［
・
・
己
・
画
団
・
邦
訳
、
一
一
一
○
七
ペ
ー
ジ
を
参
照
せ
よ
。

ま
た
経
済
的
に
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
徹
底
的
剥
奪
は
、
同
国
を
し
て
賠
償
支
払
を
不
能
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
戦
前
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ

．
〈
大
陸
に
お
け
る
唯
一
の
重
エ
業
国
と
し
て
、
他
を
農
業
国
と
す
る
国
際
分
業
関
係
を
破
壊
し
、
そ
の
結
果
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
諸
国
を
し

て
ド
イ
ツ
へ
の
農
産
物
供
給
国
と
し
て
の
地
位
か
ら
大
幅
に
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
剰
農
産
物
処
理
に
坤
吟
さ
せ
た
の
で
あ
る
。



し
た
が
っ
て
、
英
仏
に
と
っ
て
そ
の
戦
後
復
興
を
ド
イ
ツ
か
ら
の
賠
倣
取
立
て
に
依
存
さ
せ
て
い
る
以
上
、
戦
前
の
債
務
国
か
ら
戦
後
第

一
等
の
債
権
国
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
資
金
導
入
を
当
て
に
し
て
、
ド
イ
ツ
に
見
か
け
上
の
支
払
能
力
を
賦
与
し
、
取
り
立
て
る
以

外
に
道
は
な
い
。
こ
う
し
て
開
始
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
（
ド
ー
ズ
公
債
の
発
行
）
↓
ド
イ
ツ
（
賠
償
支
払
い
）
↓
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス

（
戦
債
支
払
い
）
↓
ア
メ
リ
カ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
国
際
的
資
金
循
環
が
一
九
二
○
年
代
後
半
に
実
現
さ
れ
て
い
く
。
「
資
金
は
循
環
す

る
」
と
は
よ
く
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
資
金
循
環
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
資
金
欠

乏
症
候
群
に
冒
さ
れ
、
一
一
○
年
代
後
半
の
い
わ
ゆ
る
相
対
的
安
定
期
の
「
恩
恵
」
に
も
あ
ず
か
る
こ
と
も
な
く
、
二
九
年
の
大
恐
慌
に
見

る
」
と
ば
ょ
く
い
）
．
犬
ｊ

乏
症
候
群
に
冒
さ
れ
、
一

舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
三
○
年
代
に
入
っ
て
、
緩
衝
地
帯
と
し
て
の
東
欧
諸
国
の
性
格
は
急
速
に
色
槌
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
世
界
政
治

の
焦
点
と
し
て
、
い
わ
ば
従
来
の
可
能
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
に
急
速
に
浮
上
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
経
済
的
に
は
、
大

恐
慌
の
過
程
で
農
業
物
価
格
の
暴
落
に
喘
ぐ
東
欧
諸
国
は
、
そ
の
打
開
策
を
よ
り
い
っ
そ
う
の
農
産
物
輸
出
に
求
め
て
い
っ
た
が
、
同
じ

農業国フランスにその処理能力はなく、ドイツとのより緊密な関係を結ぶことを通じてそれを果たそうという姿勢が
明
白
と
な
っ
て
い
っ
た
。

また政治的には、例えば一九一一一二年一一月二九日の仏ソ不可侵条約の成立のょうに、フラソスのソ連への接近がみ
られたし、またソ連は同年一月にフィソープソド、ポーランド、さらに翌二月にリトァ一一ァと同種の条約を結んでいっ
た・フランスからいえば、一九一一一○年六月一一一○日にラィソラソトからの撤兵を完了し、対独安全保障の物的担保を失
うことになったし、また一九一一一二年七月一一一一日、同年一一月六日の一一回にわたるドイツの総選挙を通じて、いずれも
ヴェルサイユ体制粉砕を旗印とするナチスが第一党を占める躍進を示すことになったので、仏独国境の安全保障が再

一
五
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第
二
次
大
戦
後
の
処
理
に
関
し
て
は
、
す
で
に
一
九
四
一
年
一
月
、
ル
ー
ズ
ヴ
ニ
ル
ト
大
統
領
が
民
主
主
義
国
家
援
助
の
教
書
を
発
表

し
、
そ
の
な
か
で
「
四
つ
の
自
由
」
、
す
な
わ
ち
⑩
言
論
と
発
表
の
自
由
、
②
信
教
の
自
由
、
③
欠
乏
か
ら
の
自
由
、
㈹
恐
怖
か
ら
の
自

由
、
を
提
唱
し
、
特
に
側
の
恐
怖
か
ら
の
自
由
と
は
、
徹
底
的
な
軍
備
縮
小
の
実
施
を
訴
え
、
い
か
な
る
国
も
そ
の
隣
国
へ
の
物
理
的
攻

撃
を
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
原
則
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
同
年
八
月
、
ル
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
は
チ
ャ
ー
チ
ル
と
会
談
し
、
「
大
西
洋
憲
章
」
を
発
表
し
た
。
い
わ
ゆ
る
八
カ
条
の
米
英
共
同
宣
言
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
内
容

現
在
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図

一
一
ハ

び
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
の
に
対
応
し
て
、
ソ
連
へ
の
接
近
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
を
牽
制
す
る
方
策
に
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
く
る
・
こ
の

こ
と
は
、
か
っ
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
小
協
商
国
と
の
同
盟
条
約
の
締
結
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
反
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
し
て
緩
衝

国
た
ら
し
め
る
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
考
え
を
み
ず
か
ら
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
ソ
連
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
た
緩
衝
国
の
切

り
崩
し
に
着
手
し
、
反
ポ
リ
シ
エ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
障
壁
の
除
去
に
努
め
は
じ
め
た
徴
候
と
い
え
な
い
こ
と
ば
な
い
が
、
そ
し
て
そ
れ
は
ソ
連

の
論
理
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
作
業
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
時
点
で
の
ソ
連
の
東
欧
な
い
し
西
欧
へ
の
接
近
は
、
ア
ジ
ア
で
は

一九一一一一年の日本の中国への侵略、ヨーロッ・〈では一九一一一一一年の前述のようなナチス台頭を前にして、ソ連の安全保
障
を
国
際
的
に
承
認
さ
せ
る
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
一
九
一
一
一
○
年
代
の
東
ョ
ｌ
ロ
ッ
。
〈
は
、
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ソ
連
の
一
一
一
つ
巴
の
な
か
に
み
ず
か
ら
を
お
く
こ

と
に
な
っ
た
が
、
経
済
的
に
も
つ
と
も
緊
密
な
関
係
を
結
び
う
る
ド
イ
ツ
へ
の
接
近
の
道
は
、
も
っ
と
も
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

一
一
一
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
経
済
の
再
編
成



はい領土の不拡大、②国民の意志に反する領土変更の不承認、③民族自決、側世界の貿易と原料に対する平等に参加
する権利、⑤経済分野での国際協力、⑥安全に生活できる平和の樹立、、海洋の自由、⑧軍備縮小と武力行使の放棄、
の八カ条であった。大西洋憲章の経済条項である上記の側⑤は、一九四二年二月一一一一一日に米英間で調印された相互接

（
１
）
 

助協定第七条という形で具体化する。すなわち、一九四一年一一一月に制定された武器貸与法（Ｐのロ二Ｆの煙いのシＲ）は、
イギリスの武器購入資金の枯渇に対処してアメリカが武器を貸与し、あるいは贈与することを目的としたもので、そ
れにもとづいて同年夏ごろからイギリスと協議に入り、それが結実したものが相互援助協定であった。その要旨は、
戦後経済再建に対して米英両国は協力し、これに「糖神を同じくするすべての国が参加」できるが、すべての国は

（
２
）
 

「国際貿易上のあらゆる差別待遇措侭を撤廃し、関税その他の貿易障壁を低減」しなければならない、というもので
ある。武器貸与を交換条件として、いわゆる「無差別・多角主義」の原則に対する両国の合意であった。アメリカに
とっては一九一一一四年の互恵通商協定法に盛られた門戸開放政策の批徹を、またイギリスにとっては、一九三一一年のオ
タワ協定にもとづくポンド・ブロックの盟主たる地位の放棄を意味するものであり、これにより戦後世界経済の運営
がアメリカ主導の下で進められることが決定的となった。他方、大西洋憲章の政治条項は一九四一一一年一○月の米英ソ
中国による「モスクワ宣言」、つづいて翌四四年一○月の同じ四カ国による国際連合憲章草案の発表、四五年一一月の

（
３
）
 

ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
ヤ
ル
タ
会
談
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

（１）シ・］・毛．、口》『一。『．Ｃで・巳【・邦訳、Ⅱ、一八九’一九○ページ。
（２）”・Ｚ．Ｃ四『」。①『》⑫§一目砲‐ＤＣ一一胃自己｝Ｃ曰：》》」②Ｓ・村野孝・加瀬正一訳『国際通貨体制成立史』上巻、一九七一一一年、東
洋
経
済
新
報
社
、
一
七
九
ペ
ー
ジ
。

一
七
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以上のように、武器援助の見返りとして門戸開放政策を国際的に推進するキャスティング・ポートを掌握したアメ
リカは、こののちその具体的なプログラムについてイギリスと協議の結果、一九四四年七月、連合国通貨金融会議に
おいて最終的に承認されたいわゆるプレトン・ウッズ協定（犀・§ロゴ。。」ｍシ瞬円の①日の貝）を生誕させた。すなわち
プレトン・ウッズ協定は、アメリカのニューハンプシャー州のプレトン・ウッズで連合国四四ケ国を集めて開かれた
連合国通貨金融会議での「専門家共同宣言」の形で成立したもので、それは国際通貨基金（閂巨句Ⅱ閂日の目目・目］富。‐

（
４
）
 

ロの国旦司：』）と世界復興開発銀行（田宛ロⅡ目斤の『目〔一○日一ｍ囚ご斥玲・円困の８口②耳巨、二○口目」ロのぐの一・℃日の貝）とに関
する二つの協定からなっている。アメリカにおいても、イギリスにおいても、議会で承認をえるのに手間どったとい
われ、結局、一九四五年一一一月に参加諸国の正式調印を終え、翌四六年一一一月、アメリカのサヴァナで創立総会が開か
れ
た
の
で
あ
る
。

（４）ＩＭＦの原案については周知のように、米英両国の協議の過程で、一九四一一一年四月にイギリス側は「国際清算同盟案」（ケ
インズ案）を、アメリカ側は同年七月、「連合国国際安定基金案予臓草案」（ホワイト案）をそれぞれ提示し、両案の調整をめ
ぐって相互に応酬し合ったが、結局、ホワイト案がＩＭＦ協定の原案に採択された。両案の相違等については、幻・Ｚ・ｏｍａ’
ご月．。ご・。】一・．・ず§・ぐ・・堀江薫雄『国際通貨基金の研究』一九六一一年、岩波露店、第五章などを参照せよ。

ところで、プレトン・ウッズで合意をゑた協定は、国際通貨と国際金融とについてであって、アメリカの門戸開放
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一
八

（３）いわゆるヤルタ協定では、①対独問題については無条件降伏、ドイツ軍国主義とナチズムの徹底的な覆滅、英米ソ仏によ
るドイツの分割占領、賠倣、戦争責任者の処刑をおこなう。②対日問題については、ソ連はドイツ降伏後一一一カ月以内に対日宣
戦布告をおこない、樺太、千鳥はソ連に帰属する。③一九四五年四月二五日、サンフランシスコで連合国の国際会議を開催し、
国
際
連
合
を
設
立
す
る
。
以
上
が
決
定
さ
れ
た
。



政
策
を
実
現
す
る
た
め
の
国
際
貿
易
面
で
の
国
際
協
力
の
細
目
に
つ
い
て
は
未
決
定
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
プ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
会
議

に
お
い
て
も
、
戦
後
の
国
際
貿
易
運
営
の
基
本
原
則
が
自
由
な
通
商
の
拡
大
に
あ
る
と
い
う
認
識
で
は
一
致
し
て
い
た
。
こ
の
原
則
に
も

（
５
）
 

と
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
は
一
九
四
五
年
一
一
月
、
「
世
界
貿
易
お
よ
び
雇
用
の
拡
大
に
関
す
る
提
案
」
を
公
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
国
際
連

合の下部機構として「国際貿易機構」（ロ○Ⅱ自員の目自・ロ四一日日」の○『ぬ：菌二・口）を創設し、自由な通商の拡大を
阻
止
す
る
各
国
間
の
貿
易
障
害
を
軽
減
し
つ
つ
、
各
国
の
雇
用
や
消
費
の
増
大
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
各
国
間
の
国
内
政
策
の
協

調
を
譲
っ
て
い
る
・
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
な
る
「
国
際
貿
易
機
榊
憲
章
」
は
、
一
九
四
八
年
一
一
一
月
の
ハ
バ
ナ
会
議
に
お
い
て
五
一
一
一
ヶ
国
の

署
名
を
え
て
採
択
・
成
立
し
た
が
、
当
時
の
状
況
か
ら
い
っ
て
あ
ま
り
に
も
急
進
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
五
一
一
一
ヵ
国
の
調
印
を
え
た
に
も

（
６
）
 

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
批
准
し
た
国
は
わ
ず
か
に
二
カ
国
に
す
ぎ
ず
、
提
案
国
た
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
す
ら
国
会
の
批
准
が
腸
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
憲
章
は
結
局
日
の
目
を
み
ず
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
Ｉ
Ｔ
Ｏ
憲
章
の
協
議
の
過
程
で
、

一
九
四
七
年
一
○
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
か
れ
た
第
一
回
関
税
交
渉
会
議
で
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
一
一
一
一
一
ヵ
国
が

参
加
し
て
関
税
引
下
げ
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
関
税
交
渉
で
合
意
し
た
関
税
率
表
に
、
Ｉ
Ｔ
Ｏ
憲
章
の
な
か
で
各
国
の
合
意
が
え

られそうな条項を加えて、ひとつの条約にまとめられたも⑨汎「関税および貿易に関する一般協定」（の缶目目Ⅱ
の
①
ロ
の
日
一
シ
、
『
の
①
曰
の
貝
・
ｐ
Ｈ
閂
崖
、
日
】
」
日
日
」
の
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
も
と
も
と
、
Ｉ
Ｔ
Ｏ
憲
章
に
対
す
る

暫
定
的
な
取
決
め
と
い
う
形
で
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｉ
Ｔ
Ｏ
憲
章
の
成
立
が
見
込
ま
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
そ
の
代

役
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
こ
ん
に
ち
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
堀
江
薫
雄
『
国
際
経
済
論
』
一
九
六
五
年
、
日
本
経
済
新
聞
筵
六
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
大
内
兵
衛
・
向
坂
逸
郎
監
修
『
大
系
国
家
独
占
資
本
主
義
』
第
二
巻
、
一
九
七
一
一
年
、
河
出
書
房
新
社
、
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

一
九

現
在
世
界
経
済
論
の
榊
図



第１表1947年９月30日現在のＵＮＲＲＡ援助

１
－
１
１
１
．
 
助額の比率援

国 別’１００万ドル

世 界ロツパヨー

現
在
世
界
経
済
論
の
榊
図

アルパーア

チエコスロヴアキア

ハンガリー

ポ－ランド

ユーゴスラヴイア

ソ連

日ロシア

ウクライナ

1.1 

０
２
１
 

ｅ
●
●
 

１
９
０
 

６
１
４
１
７
９
１
 

２
６
 
７
０
４
６
 

２
 
４
４
２
 

11.2 

0.2 

16.7 20.3 

14.4 17.5 

1０．７ 

８
１
７
 

●
●
■
 

８
２
６
 

2.6 

8.1 188 

鷺｡,優‐繭!’Ⅲ;;:’１;I｜：:ｉ
Ｉｉ－ﾎﾟⅦ｜；麓:｜］凶、器．
〕ｉｆ料：「国際決済銀行第19次報告」邦訳（｢1本経済評楡社版）136ページ。

二
○

（
７
）
大
崎
平
八
郎
・
久
保
田
順
『
世
界
経
済
論
』
一
九
七
○
年
、
青

木
書
店
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
。

以
上
、
戦
後
の
世
界
経
済
を
律
す
る
通
貨
、
金
融
、
貿
易
と
い
う

三
本
の
国
際
協
定
が
ア
メ
リ
カ
主
導
の
下
で
進
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る

パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
向
け
て
の
経
済
的
な
形
式
が
整
え
ら
れ

た
が
、
こ
の
間
、
世
界
の
政
治
地
図
が
ど
の
よ
う
に
塗
り
か
え
ら
れ

た
か
を
つ
ぎ
に
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

戦
争
末
期
の
一
九
四
四
年
ご
ろ
か
ら
一
九
四
七
年
な
い
し
一
九
四

八
年
に
か
け
て
、
ナ
チ
ス
の
被
占
領
地
域
で
あ
っ
た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈

諸
国
で
政
治
的
・
経
済
的
な
変
革
が
遂
行
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
共
産

圏
」
の
一
角
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
根
本
的
な
変
革
過
程

は
、
「
こ
の
地
域
の
諸
国
の
大
部
分
に
お
い
て
蜂
起
や
内
戦
な
し
に

進
行
し
、
結
局
は
共
産
党
に
よ
る
政
治
支
配
と
新
し
い
政
治
体
制
で

（
８
）
 

あ
る
．
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
を
も
た
ら
し
」
、
い
わ
ゆ
る
人
民
民
主

主
義
革
命
と
い
わ
れ
た
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
諸
国
は
総
じ
て
農
業
国
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
根
本
的
な
変
革
に
は
土
地
改
革
を
遂
行
し

て
、
反
動
勢
力
の
物
的
根
拠
を
奪
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
い



（
８
）
。
．
『
・
国
の
『
目
」
目
』
○
・
嵐
ロ
嵐
８
．
９
［
・
・
弓
・
瞳
噛
‐
態
⑬
．
邦
訳
、
四
○
八
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
閂
・
『
・
因
閂
の
且
自
」
○
・
園
己
屋
．
◎
や
．
：
．
》
弓
。
⑭
台
‐
』
ミ
・
邦
訳
四
○
八
－
四
一
一
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
せ
よ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
よ
り
先
の
一
九
四
一
一
一
年
一
一
月
、
国
際
的
な
救
済
復
興
機
関
で
あ
る
ア
ン
ラ
（
ロ
ｚ
閃
”
し
Ⅱ
己
昌
の
」
ｚ
島
。
ｐ
の

用
⑦
一
』
の
｛
：
」
宛
①
冨
巨
畳
二
○
口
シ
〔
一
日
目
②
冨
昌
・
ロ
）
が
四
四
カ
国
の
参
加
の
下
で
設
立
さ
れ
、
戦
後
そ
の
活
動
を
大
幅
に
拡
大
し
た
。

食
樋
、
衣
料
、
医
薬
品
な
ど
か
ら
な
る
救
済
物
資
の
受
益
者
は
主
と
し
て
ソ
連
と
東
欧
諸
国
で
あ
り
、
一
九
四
七
年
九
月
三
○
日
現
在
の

ア
ン
ラ
援
助
の
五
○
・
二
％
が
そ
れ
ら
地
域
に
配
分
さ
れ
た
（
第
一
表
）
。
と
り
わ
け
、
戦
争
の
惨
禍
が
激
し
く
、
か
つ
西
側
に
と
っ
て

の
要
衝
地
域
と
ふ
ら
れ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
か
な
り
の
援
助
を
受
け
た
。
例
え
ば
１
１
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
一
九
四

（
⑩
）
 

五
年
一
一
一
月
二
四
日
の
協
定
に
よ
っ
て
、
一
九
四
七
年
六
月
の
援
助
終
了
ま
で
に
三
七
億
ド
ル
に
達
す
る
援
助
を
受
け
た
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

（
、
）

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
も
そ
れ
ぞ
れ
四
億
八
一
○
○
万
ド
ル
、
二
億
六
一
○
○
万
ド
ル
と
い
う
巨
額
の
援
助
を
受
け
た
が
、
他
方
、
ド
イ
ツ

の
旧
鬮
鬮
ｌ
例
え
ば
〈
ソ
ガ
リ
ー
感
一
九
四
六
年
一
月
に
わ
ず
か
に
四
○
○
万
ド
ル
の
援
助
し
か
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
ｌ

（
旭
）

に
は
殆
ん
ど
無
意
味
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ヲ
加
盟
国
に
よ
る
ア
ン
ラ
計
画
の
鱸
出
金
総
額
は
一
一
一
六
億
九
五
○
○
万
ド
ル
で
、
そ
の
う
ち
ア
メ

（
旧
）

リ
カ
が
二
七
億
ド
ル
（
総
額
の
七
一
一
一
・
一
％
）
、
イ
ギ
リ
ス
が
六
億
二
五
○
○
万
ド
ル
（
一
六
・
九
％
）
を
負
担
し
た
。
ア
ン
ラ
計
画
は

一
九
四
六
年
一
二
月
に
完
了
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
延
期
さ
れ
て
実
際
に
は
一
九
四
七
年
上
半
期
で
打
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
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一
一
一

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
諸
国
で
は
た
だ
ち
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
樹
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
は
共
産
党
と

農
民
党
、
そ
の
他
の
民
主
的
諸
勢
力
を
結
集
し
た
人
民
戦
線
的
政
権
の
形
成
が
社
会
主
義
へ
の
移
行
に
と
っ
て
の
必
要
条
件
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
戦
争
末
期
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
諸
国
で
は
、
土
地
改
革
を
主
要
な
柱
と
す
る
連
立
政
権
綱
領
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
つ
く

（
９
）
 

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



このほかに、東欧諸国が利用できた外部資金といえば、信用供与があったが、これまたドイツの旧同盟国を除いて
も、ごく限られたものであったし、東欧全体としては「借款供与は少額で、それも大部分は物資購入用のものが認め

（
巧
）

られただけであった。」西側の主要な資本主義国が東欧諸国への信用供与をこのように「拒否した主要な理由は、経
済的というよりは明らかに政治的なものであり、東欧の地位の不確定さと結びついていた」のである。したがって、

（
お
）

東欧諸国の一部にとって戦後の混乱期において重要な役割を果たしたのはアンラであったが、それはもともと、連合
諸国、特に敵国の侵略を受けて戦災の激しかった諸国を救済する目的で設立されたのであるから、直接の戦場となっ

（
Ⅳ
）
 

て惨状の激しかった一部の東欧諸国に大きく割当てられたのも当然だといしえるかも知れない。しかし前述のように、
東欧諸国は一様に連合政権を樹立していたとはいえ、一九四五年から一九四七年にかけて、例えばポーランドでは解
放同盟とロンドン亡命政権との統一臨時政府が成立していたり、チェコスロヴァキアでは共産党・社会党などの左派
に加えて右派との「国民戦線」の連合政権が形成されていたりして、社会主義社会建設への志向がまだ明確でなかっ
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中国その他一部諸国に対しては一九四七年末まで継続された。アメリカの場合、一九四六年末までのアンラ物資の積
（
Ｍ
）
 

出
総
額
の
六
一
％
が
食
樋
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

戸、′■、′へ′■、ｒへ

１４１３１２１１１０ 
、.'Ｌ,ノ、－'、ソ、.'

閂・目因の『の且凹且ｏ・観鼻一・．□・ロ［・・ロ，酋留・邦訳四一八ページ。この数字は第一表とは大きく食い違っている。
閂・『・因の『の且自」Ｏ・恩ョ嵐・◎勺．、一斤・も．』田・邦訳四一八ページ。この数字ｊも第一表とは僅かだが食い違っている。
『
・
弓
・
切
閂
の
且
自
二
ｏ
・
田
口
底
》
◎
石
・
ロ
【
．
．
□
・
四
囲
・
邦
訳
四
一
九
ペ
ー
ジ
。

「
国
際
決
済
銀
行
第
一
七
次
報
告
」
邦
訳
一
一
八
一
一
一
ペ
ー
ジ
・

「
国
際
決
済
銀
行
第
一
七
次
報
告
」
邦
訳
二
八
四
ペ
ー
ジ
。



たこの段階では、これら東欧諸国への救済物資の供給は、米英にとって右よりの勢力伸張をねらった積極的な意味を
もったものといえよう・この意味で、緩衝地帯という第一次大戦以来の東欧諸国の地位を維持しつつ、ソ連「封じ込
め
」
策
を
講
じ
よ
う
と
い
う
米
英
の
構
想
は
否
定
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

（狙）（焔）閂・弓・国の『の己四己の．宛首嵐》。□・胃・・弓・四囲Ｉ韻』・邦訳四一一○ページ。
（
Ⅳ
）
「
国
際
決
済
銀
行
第
一
七
次
報
告
」
邦
訳
一
一
八
二
ペ
ー
ジ
。

大戦後のこうした東欧諸国における不確定な地位に加えて、フラソス、イタリア、ベルギーなどの西欧諸国での共
産党のめざましい進出によって、欧米資本主義は重大な危機に瀕した。いわゆる「全体主義」に「民主主義」を対置
しつつ、その脅威を除去するために「冷たい戦争」が開始されたのである。一九四六年一一一月五日のイギリスの前首相
チャーチルによるアメリカのミズーリ州フルトソにおける有名な演説、「ベルト海のシュテッティソからアドリア海
のトリエステまで鉄のカーテソが張られている」との演説は、ソ連の「膨脹政策」を非難したものであったが、翌四
七年春、ソ連がトルコに対してダーダネルス地方への要塞敷設権を要求し、またギリシアにおいてゲリラ活動の活発
化によって王政を支えきれなくなったとき、アメリカは干渉を開始するにいたった。すなわち、ギリシア、トルコへ
の経済援助を継続することが不可能であるというイギリス政府の通告を受けて、大統領トルーマンは一九四七年一一一月
一一一日、直ちにギリシアへの出兵とともに、ギリシア、トルコ両国に対する四億ドルの軍事援助を決定し、共産主義
の進出を実力をもって阻止し、封じ込めるという「トルーマソ宣言」、いわゆるトルＩマソ。ドクトリソを発表し、
ここに冷戦が公然化するにいたった・トルーマン宣言は直ちに西ヨーロッパ諸国にも多大な影響を及ぼし、大戦後樹
立されていた連合政権から、ベルギー（一九四七年三月一一一一日）、フランス（同年五月五日）、イタリア（同年五月一

一一一一一
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トルーマン宣言を受けて、一九四七年六月五日、アメリカ国務長官マーシャルは、ヨーロッパの経済復興を援助す
るとしたいわゆるマーシャル。プランを発表した。この際、マーシャルはアメリカの経済援助が少なくともヨーロッ
パ諸国の共通問題を解決することを目標とする統一ある計画、つまり共同復興計画の立案にそって与えられるもので

（
四
）

あることを強調したが、共通問題の解決とはまさに共産主義に対抗し、その脅威を除去しつつ、ヨーロッパ市場を再
編することを意味したことはいうまでもない。マーシャル提案をめぐって、同年六月二一一一日に英仏ソ三国外相会議が
開催されたが、英仏とソ連の見解が対立して、会議は七月一一日に決裂した・この会議は、マーシャル・プランがソ連
や東欧諸国をも対象とするという趣旨から開かれたものであったが、共同復興計画の立案にもとづく援助計画は被援
助国の主権を侵害するものだというのがソ連の主たる反対理由であった。こうして参加を拒否したソ連および東欧の
八ヵ国を除いて、ギリシア、トルコを含む西ヨーロッパ一六カ国によるヨーロッパ復興会議が一九四七年七月一一一日
からパリで開かれることになった。ここで作成された同年九月の報告書を基礎としてつくられたものが「ヨーロッパ
復興計画」（向日○℃の目甸⑦８ぐの旦弔ＨＣｍ国曰）であり、それを法的に具体化したものがアメリカの「一九四八年対外
援助法」（句・『Ｃ－ｍｐ缶切巴の国。、の少。〔・｛］①お）である。かくして西欧一六カ国は、共同復興計画を執行し、かつ援助
受入れ機関として、一九四八年四月、ョ１戸シ・〈経済協力機織（○同向○ⅡｏＨｍ目薗：口３月向日Ｃ己の：同８二・目、
Ｃｏｏ己のＨｇ一。ご）を設立し、ここにマーシャル。プランが実施段階に入ったのである。一九四八年四月一一一日から援助終
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二
四

三
日
）
に
お
い
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
共
産
党
閣
僚
が
追
放
さ
れ
て
い
っ
た
。 （
囮
）

（咽）国のロュｏ一目烏．○巨魯貝圓での邑囚一厨日の四目の１８貫】②、Ｐ陸井四郎・小出竣訳『アメリカ帝国主義の史的分析』一九五一一
年
、
社
会
書
房
、
一
一
五
○
ペ
ー
ジ
。



了
の
一
九
五
一
年
六
月
一
一
一
○
日
ま
で
の
総
額
一
一
一
一
億
ド
ル
に
及
ぶ
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
一
一
七
億
ド
ル
、
フ
ラ
ン
ス

（、）新庄博・高橋泰蔵『国際金融論』一九四九年、国元書房、一一○一一一ページ。（卯）
一
一
一
一
一
億
ド
ル
、
イ
タ
リ
ア
・
西
ド
イ
ツ
各
一
一
一
億
ド
ル
と
、
こ
れ
ら
四
カ
国
計
で
総
額
の
約
七
○
％
が
割
当
て
ら
れ
た
が
、
こ
れ
を
み
て

も
ア
メ
リ
カ
が
か
つ
て
の
西
欧
の
列
強
の
復
興
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

（
卯
）
「
国
際
決
済
銀
行
第
二
一
次
報
告
」
邦
訳
一
六
ペ
ー
ジ
。

ト
ル
ー
マ
ン
宣
言
や
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
承
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
世
界
政
策
の
路
線
は
、
必
然
的
に
反
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
軍
事

・
フ
ロ
ッ
ク
の
結
成
に
帰
結
し
て
い
く
。
ま
ず
一
九
四
八
年
一
一
月
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
け
る
共
産
党
政
府
の
樹
立
を
契
機
と
し
て
、

西
欧
諸
国
の
軍
事
同
盟
結
成
へ
の
動
き
が
急
ピ
ッ
チ
化
し
、
同
年
一
一
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ソ

ブ
ル
グ
五
カ
国
に
よ
る
プ
リ
ュ
ッ
ン
」
ル
条
約
に
も
と
づ
く
軍
事
同
盟
が
成
立
し
、
同
年
六
月
に
は
ア
メ
リ
カ
が
こ
れ
に
加
わ
る
こ
と
に
同

意
し
た
ロ
ン
ド
ン
六
カ
国
協
定
に
調
印
、
翌
四
九
年
四
月
、
カ
ナ
ダ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
を
加
え
た
一
二
ヵ
国
に
よ
る
北
大
西
洋
条
約
機
構

（
ｚ
シ
曰
○
Ⅱ
三
○
『
昏
少
二
目
感
ｎ
日
『
の
色
ｑ
ｏ
Ｈ
ｍ
：
旨
昌
・
ロ
）
の
結
成
と
な
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
北
大
西
洋
地
域
防
衛
の
た
め
の
統
一
的

計
画
樹
立
を
め
ざ
し
た
反
共
軍
事
同
盟
で
あ
り
、
そ
の
本
部
は
形
式
的
に
は
・
く
り
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
ア
メ
リ

カ
大
統
領
の
同
意
な
し
に
は
い
か
な
る
軍
事
行
動
を
も
起
こ
し
え
な
い
も
の
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
そ
の
指
令
本
部
が
お
か
れ
た
も
の

（
幻
）

で
あ
っ
た
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
の
直
接
的
な
延
長
で
あ
り
、
必
然
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
。

（
皿
）
西
欧
の
以
上
の
よ
う
な
動
き
に
呼
応
し
て
、
ソ
連
、
東
欧
諸
国
の
ほ
か
腱
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
共
産
党
が
参
加
し
て
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル

ム
（
Ｄ
Ｃ
且
つ
富
目
）
が
一
九
四
七
年
一
○
月
に
結
成
さ
れ
た
。
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
ほ
、
一
九
一
九
年
レ
ー
ニ
ン
の
指
導
の
下
で
結
成
さ
れ
、
第
一
一
次

大
戦
中
の
一
九
四
一
一
一
年
に
解
散
し
た
コ
ミ
ソ
テ
ル
ソ
（
０
．
且
昌
の
目
）
と
は
違
っ
て
、
相
互
の
情
報
交
換
を
目
的
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
が
、
ス
タ

ー
リ
ン
死
後
の
一
九
五
六
年
五
月
解
散
し
た
。
ま
た
一
九
四
九
年
に
ソ
連
と
東
欧
諸
国
間
に
設
立
さ
れ
た
コ
メ
「
一
ソ
（
Ｃ
Ｏ
冨
同
ｎ
ｏ
ｚ
Ⅱ
。
◎
巨
月
一
一

一
一
五
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一一一ハ

冒
三
屋
［
目
］
向
８
口
。
且
。
シ
勝
一
、
【
：
：
）
は
、
経
済
的
な
相
互
交
流
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
対
抗
す
る
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約

（
一
九
五
五
年
五
月
締
結
）
と
い
う
軍
事
同
盟
に
帰
結
し
て
い
っ
た
。

他
方
、
目
を
ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
に
転
じ
て
染
よ
う
。
「
大
戦
終
結
当
時
の
ア
メ
リ
カ
が
ア
ジ
ア
に
お
け
る
支
柱
と
し
て
期
待
し
て
い

（
理
）

た
の
は
蒋
介
石
政
権
下
の
中
国
で
あ
っ
た
」
の
で
、
ア
メ
リ
カ
は
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
げ
て
さ
ま
ざ
ま
の
軍
事
援
助
を
中
国
に
対
し
て
お

こ
な
っ
て
き
た
。
終
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
八
月
一
一
一
○
日
、
中
国
共
産
党
を
代
表
す
る
毛
沢
東
は
、
国
民
党
の
蒋
介
石
と
重
慶
会
談
を
お

こ
な
い
、
つ
づ
い
て
翌
四
六
年
一
月
一
○
日
、
重
慶
で
政
治
協
商
会
議
が
開
か
れ
、
連
合
政
権
の
樹
立
が
決
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
同
じ

四
六
年
一
一
一
月
、
国
民
党
は
連
合
政
権
の
決
定
を
ゑ
ず
か
ら
破
棄
し
て
、
共
産
党
と
戦
闘
を
開
始
す
る
に
い
た
り
、
こ
こ
に
中
国
に
お
け
る

内
戦
が
全
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
国
民
党
の
背
後
に
ア
メ
リ
カ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
、
ア
メ
リ
カ
は
内
戦
に
乗
じ
て
国
民
党

を
利
用
し
つ
つ
、
中
国
に
お
け
る
利
権
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
蒋
介
石
政
権
と
種
交
の
協
定
を
締
結
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四

六
年
五
月
の
成
都
。
重
慶
鉄
道
協
定
、
同
年
一
○
月
の
広
東
・
漢
口
鉄
道
借
款
協
定
が
そ
れ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
に
お
け
る
鉄
道
投

資
へ
の
道
を
開
き
、
さ
ら
に
同
年
二
月
に
米
華
友
好
通
商
航
海
条
約
を
結
び
、
中
国
市
場
の
全
面
的
な
開
放
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
・

中
国
市
場
へ
の
進
出
を
実
り
あ
る
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
国
民
党
政
府
を
擁
護
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経
済
的
に
も
軍
事
的

に
も
ア
メ
リ
カ
の
援
助
は
巨
額
に
の
ぼ
っ
た
。
一
九
四
九
年
八
月
五
日
に
ア
メ
リ
カ
国
務
省
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
『
中
国
白

脅』（原文は、ロ日（の」、国（①の”の一目・ロ⑪副島○冨息Ｉ昌昏の己⑦。旨」用の｛のＨの二。⑦（Ｃ岳の℃の己○口］①倉１＄ｓ）はつぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
対
日
戦
勝
利
の
日
以
来
、
中
国
政
府
に
与
え
ら
れ
た
外
国
援
助
は
ほ
ぼ
一
一
一
一
億
五
四
○
○
万
ド
ル
に
の
ぼ
っ

た
。
そ
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
贈
与
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
形
で
九
○
％
、
す
な
わ
ち
一
一
○
億
ド
ル
を
上
回
る
も
の
を
与
え
た
・

ア
メ
リ
カ
の
与
え
た
援
助
は
軍
事
的
目
的
と
経
済
的
目
的
と
の
両
者
に
ほ
ぼ
均
等
に
配
分
さ
れ
た
。
対
日
戦
勝
利
の
日
以
来
の
ア
メ
リ
カ



の贈与とクレジットの総計は、中国政府の財政支出の五○％以上に相当し、中国政府の予算に関しては、終戦以来西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
ん
な
国
に
与
え
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
割
合
と
し
て
は
さ
ら
に
大
き
な
重
要
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
贈
与
お
よ
び
ク

レジットの形での援助につけ加えて、アメリカ合衆国は軍需および民需の余剰物資を名ばかりの報酬で大量に中国政
府に払い下げ粍壁中国政府予算の五○％以上を贈与およびクレジットで供与するというアメリカの極入れにもかか
わらず、国民党政府軍の形勢は一向に好転せず、共産党によって一九四八年末までに全東北地区（満州）、翌四九年
一月末には揚子江以北が解放され、四九年秋までに中国の主要な地域がつぎつぎと政府軍の手から離れていった。か
くして、一九四九年一○月一日、中華人民共和国が成立したのである。中華人民共和国の成立をはさんで、ヨーロッ
パではその直前の九月七日にドイツ連邦共和国（西ドイツ）、その直後の一○月七日にドイツ民主共和国（東ドイ
ツ）が樹立して東西ドイツの分割が強行され、こうしてニルベ河から支那海にいたる広大な地域に、一大社会主義圏
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

（
翠
）
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
一
一
九
巻
、
一
九
七
一
年
、
岩
波
書
店
、
四
四
○
ペ
ー
ジ
。

（淫）ご・の．ロの園月日目［。［、国［のごロ己［の」叩国（の⑫両の一貫一Ｃｐｍ亀冒〕○三口ロ・」②色・己己・』つ声ＩＳｍ・
以上、やや立入ってみてきたように、第一次大戦後の世界経済・政治の一方の編成軸をなした束ヨーロッパの反ポ
リシエヴイズムの緩衝地帯としての配置体制は、第二次大戦後には全く失われてしまっただけでなく、アジアにおけ
る緩衝地帯としての中国をも喪失することになった。第一次大戦後の東ヨーロッパの処理に関して、英仏の思惑に相
違があったとはいえ、ヨーロッパの安全保障に東ヨーロッ・〈が欠かせない存在であったことでは両国とも一致してお
り、この点から硬軟両様の英仏による東欧政策が展開されていたのである。しかしながら第二次大戦後にそれらが一

二
七

現
在
世
界
経
済
論
の
構
図



一
九
四
五
年
二
月
七
日
締
結
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
関
す
る
ヤ
ル
タ
協
定
は
、
連
合
国
の
ド
イ
ツ
に
要
求
す
る
賠
償
に
つ
い
て
、
「
わ
れ
わ

れ
は
本
戦
争
に
お
い
て
ド
イ
ツ
が
連
合
国
に
対
し
て
与
え
た
損
害
の
問
題
を
審
議
し
、
ド
イ
ツ
は
可
能
な
限
り
そ
の
損
害
に
対
し
て
実
物

を
も
っ
て
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
正
当
と
認
め
る
」
と
し
、
こ
れ
に
関
す
る
損
害
賠
償
委
員
会
の
設
置
を
決
定
し
た
。
つ
い
で
同
年

八
月
一
一
日
の
ド
イ
ツ
に
関
す
る
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
は
、
「
ド
イ
ツ
の
戦
争
潜
勢
力
を
除
去
す
る
た
め
、
武
器
、
弾
薬
お
よ
び
軍
用
器
材
、
な

ら
び
に
一
切
の
種
類
の
航
空
機
お
よ
び
海
洋
航
行
船
舶
の
生
産
は
禁
止
さ
れ
、
か
つ
防
止
さ
れ
る
。
戦
時
経
済
に
直
接
必
要
な
金
属
、
化

学
製
品
、
機
械
類
、
そ
の
他
の
品
目
の
生
産
は
厳
重
に
管
理
さ
れ
、
か
つ
第
一
五
項
に
掲
げ
ら
れ
た
目
的
に
応
ず
る
た
め
の
ド
イ
ツ
の
承

認
さ
れ
た
戦
後
の
平
和
時
の
必
要
量
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
許
さ
れ
た
生
産
量
に
必
要
で
な
い
生
産
能
力
は
連
合
国
賠
償
委
員
会
に

よ
っ
て
勧
告
さ
れ
、
か
つ
関
係
政
府
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
賠
償
計
画
に
従
っ
て
撤
去
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
撤
去
さ
れ
な
い
場
合
に
は

破
壊
さ
れ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
賠
償
の
支
払
は
ド
イ
ツ
国
民
が
外
部
か
ら
の
援
助
な
し
に
生
活
で
き
る
に
十
分
な
資
源
を
残
す
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
第
二
次
大
戦
後
の
賠
償
を
含
む
ド
イ
ツ
の
戦
後
処
理
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
そ

現
在
世
界
経
済
論
の
構
図

二
八

様
に
社
会
主
義
圏
と
し
て
包
摂
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
の
列
強
ド
イ
ツ
が
東
西
に
二
分
さ
れ
て
東
ド
イ
ツ
を
も
失
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
西
側
資
本
主
義
に
と
っ
て
は
東
西
と
の
接
点
で
直
接
社
会
主
義
に
対
決
せ
ざ
る
を
え
な
い
破
目
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
二
次
大
戦
後
の
世
界
経
済
・
政
治
の
再
編
成
は
第
一
次
大
戦
後
と
は
異
な
っ
て
、
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
四
九
年
に
か
け
て
の
、
東
欧

諸
国
の
社
会
主
義
へ
の
移
行
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
、
を
も
っ
て
画
期
と
す
る
緩
衝
国
喪
失
と
い
う
事
実
を
歴
史
的
転
回
点
と
し
て

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
統
合
の
契
機



れとはかなりの程度違うものであることが以上の賠償要求のなかにも見出すことができるのであるが、とはいえ、連
合国の承認した生産量を超過する生産能力は撤去ないしは破壊されるというのでは、ドイツ経済の発展はおろか、い
わば単純再生産の範囲を出るものではないという点で、第一次大戦以来のドイツ処理の延長線上にあると基本的には
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以上のような米英ソ三国によるドイツ処理の基本路線は、一九四六年春以降の米ソ対立の顕在化を一つの転回点と
して急変し、アメリカは西ドイツの経済復興を全面的にバック・アップする政策を展開してくるのである。すなわち、
戦後、ドイツは米英仏ソの四カ国によって分割占領され、また同様にベルリン市も四ヵ国による共同管理下におかれ
ることになったが、それはあくまでも暫定措置であって、いずれは政治・経済上の統合がはかられる方針であった。
四カ国はヤルタ、ポツダム両協定にもとづいて、ドイツからの賠償取立てをおこなうべく生産設備を撤去したり、あ
るいは余剰設備を厳しく制限したりした。ドイツの旧同盟国に対する講和問題を審議するために米英仏ソ四ヵ国外相

（
１
）
 

会議がたびたび開かれたが、そのたびごとに西側とソ連との対立が深まっていったといわれる。特に、すでにふれた
訪米中のチャーチルの「鉄のカーテン」演説を契機として、両者の溝は深化の一途をたどったのである。ドイツでは
米英占領地区の経済統合が画策されて、その協定が一九四六年一一一月二日に調印され、同時にその統合地区の貿易復
興のための借款供与が公表されたし（同年一一一月一一九日）、さらにつづいてドイツ通貨改革に関する米英仏一一一国協定
が発表された（一九四七年一月一一一日）。こうして、ソ連占領地区を除いたドイツ分割への歩みが着たと進められて、
ドイツ復興ｌ薑‐ロぞ《復興ｌ雪‐。，（統合への構蕊蔓化しつつあった．
（１）この点、詳しくは戸原四郎「西ドイツにおける戦後改革」（東京大学社会科学研究所編『戦後改革２国際環境』一九七四

二
九

現
在
世
界
経
済
論
の
榊
図



現
在
世
界
経
済
論
の
構
図

三
○

年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
柳
沢
英
二
郎
『
戦
後
国
際
政
治
史
』
ｌ
、
一
九
七
四
年
、
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会
、
四
五
ペ
ー
ジ
・

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
分
割
を
ド
イ
ツ
経
済
の
弱
体
化
を
意
味
す
る
と
し
て
歓
迎
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
第
一
次
大
戦
後
と
同
様

に
対
独
安
全
保
障
を
執
勤
に
追
求
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
四
七
年
一
一
一
月
四
日
の
英
仏
ダ
ン
ケ
ル
ク
条
約
の
締
結
と
な
っ
て
実
を
結

び
、
そ
れ
が
さ
ら
に
翌
四
八
年
一
一
一
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
条
約
へ
発
展
し
、
一
九
四
九
年
四
月
の
北
大
西
洋
条
約
へ
の
さ
ら
な
る
発
展
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
当
初
、
対
独
安
全

（
３
）
 

保
障
を
確
立
す
る
た
め
に
ド
イ
ツ
を
除
外
し
た
軍
事
同
盟
を
目
指
し
、
そ
れ
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
締
結
時
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
・

し
か
し
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
画
策
は
、
終
戦
直
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
経
済
力
の
い
っ
そ
う
の
衰
退
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
に
お
け
る
政
治

権
力
の
逆
転
を
通
じ
て
、
次
第
に
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
戦
後
イ
ン
フ
レ
と
エ
業
生
産
力
の
極
端
な

低
下
に
も
と
づ
く
経
済
危
機
の
な
か
で
経
済
復
興
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
を
不
可
欠
と
し
て
い

た
。
対
独
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
中
核
を
な
し
た
国
民
抵
抗
評
議
会
（
Ｃ
Ｎ
Ｒ
）
は
、
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
の
分
野
で
も
大
き
な
役
割

（
４
）
 

を
果
た
し
た
が
、
そ
こ
に
結
集
す
る
諸
政
党
間
の
対
立
・
主
導
権
争
い
は
Ｃ
Ｎ
Ｒ
を
や
が
て
分
裂
・
解
体
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
・
Ｃ
Ｎ
Ｒ

綱
領
は
、
か
つ
て
の
「
人
民
戦
線
綱
領
」
の
再
版
と
も
い
わ
れ
、
社
会
民
主
主
義
的
経
済
改
革
を
志
向
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
経
済
の
構

造
改
革
Ⅱ
国
民
的
生
産
の
強
化
Ⅱ
生
産
主
義
の
積
極
的
導
入
を
企
図
す
る
戦
後
フ
ラ
ン
ス
経
済
の
復
興
政
策
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助

を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
予
定
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
そ
れ
は
一
九
四
六
年
五
月
一
一
八
日
に
実
現
し
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ル
ム
・
・
ハ
ー
ン

（
５
）
 

ズ
協
定
に
よ
る
対
仏
一
三
億
五
○
○
○
万
ド
ル
の
借
款
供
与
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
同
年
一
○
月
、
フ
ラ
ン
ス
は
国
際
復
興
開
発
銀

行
に
対
し
五
億
ド
ル
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
要
求
し
た
が
、
共
産
党
閣
僚
が
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
拒
否
さ
れ
、
そ
れ
が
追
放
さ
れ
た
七
日



（
６
）
 

後の一九四七年五月一二日に二億五○○○万ドルを獲得した。こうしてフラソスは、アメリカ援助に依存して経済復
興
を
進
め
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
の
世
界
政
策
に
次
第
に
従
属
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

（３）フランス外相シューマソは、ＮＡＴＯ調印後のフランス議会でつぎのように述べている。「ドイツは北大西洋条約への加
入を認められないであろう・その問題は起こることさえありえない。ドイツは陸軍を持っていないし、また、持つことができ
ない。ドイツは武器を持っていないし、持つことを許されてもならない。」（横山信『フランス政治史』一九六八年、福村出版、
二六○’二六一・ヘージより再引用）と。このことは、ＮＡＴＯ成立当時におけるフランスの対独安全保障が、東欧諸国を喪失
したとはいえ、依然としてドイツ包囲網をつくり上げることによってのみ果たされるものと思慮していたことを物語っている。

（４）ＣＮＲに関しては、中木康夫『フランス政治史』中、一九七五年、未来社、第一一章を参照した。
（
５
）
四
の
冒
一
Ｃ
盲
目
の
》
◎
己
・
臼
［
・
邦
訳
二
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
エ
の
己
臥
Ｑ
白
目
の
》
Ｃ
ｓ
・
骨
・
邦
訳
二
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

したがって、フランスの対独安全保障はアメリカの国際路線が明確化していくに伴って変質を余儀なくされ、ドイ
ツ経済の復興を軸とした西ヨーロッパ経済の復興によって、反ソの物質的拠点たらしめようとするアメリカの世界戦
略の一環として、それは反ソ軍事同盟ⅡＮＡＴＯ、そしてやがてＮＡＴＯへのドイツ加入を展望していくのである。
しかし、これによってフランス路線が全く放棄されたわけではなく、反独路線が形を変えて貫徹されていく。すなわ
ち、東ヨーロッパという緩衝地帯喪失の上になり立つ対独安全保障が第一次大戦後のようにドイツ包囲網を作り上げ
ることによって成立することが不可能となった以上、ドイツをみずからの体制のなかにおくことを通じて、その政治
・経済力を牽制し、コントロールする以外にないことが明白となる。ブリュッセル条約を部分的に手直しして西ドイ
ツを含むヨーロッ・〈統合への新たな出発点をなしたものが、一九五○年五月、当時のフランス外相シューマソの提案
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に
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
石
炭
鉄
鋼
の
共
同
管
理
案
、
い
わ
ゆ
る
シ
ュ
ー
マ
ソ
・
プ
ラ
ソ
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
同
年
一
○
月
の
フ
ラ
ン
ス

首
相
プ
レ
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
防
衛
共
同
体
構
想
案
、
い
わ
ゆ
る
プ
レ
ヴ
ァ
ソ
・
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
フ
ラ
ン
ス
政
府

の
発
案
に
な
る
こ
の
提
案
に
も
と
づ
き
、
一
九
五
一
年
四
月
一
八
日
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
六
カ
国
間
で
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（
同
○
の
。
Ⅱ
向
巨
８
℃
の
：
Ｑ
〕
回
一
目
」
の
（
の
①
｝
○
．
日
日
目
】
ご
）
条
約
が
、

つ
づ
い
て
一
九
五
二
年
五
月
二
七
日
に
同
じ
六
カ
国
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
防
衛
共
同
体
（
固
□
○
Ⅱ
同
日
・
己
の
目
Ｃ
の
｛
①
ロ
②
の
Ｃ
Ｏ
Ｂ
目
色
日
ｑ
）

条
約
が
そ
れ
ぞ
れ
調
印
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
後
者
の
Ｅ
Ｄ
Ｃ
は
、
一
九
五
四
年
八
月
末
に
フ
ラ
ン
ス
議
会
の
批
准
を
え
る
こ
と
が
で
き
ず

に
そ
の
構
想
は
崩
壊
し
た
が
、
そ
の
直
後
の
同
年
一
○
月
の
．
く
り
協
定
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｄ
Ｃ
調
印
国
六
カ
国
に
イ
ギ
リ
ス
を
加
え
て
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
言
同
ロ
Ⅱ
ヨ
２
円
ロ
向
日
◎
己
の
：
ご
己
・
ロ
）
が
結
成
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
主
権
の
回
復
と

再
軍
備
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
西
ド
イ
ツ
加
入
が
正
式
に
承
認
さ
れ
、
一
九
五
五
年
五
月
、
西
ド
イ
ツ
加
入
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
の

ち
、
一
九
五
七
年
三
月
に
締
結
さ
れ
た
ロ
ー
マ
条
約
に
も
と
づ
い
て
、
翌
五
八
年
一
月
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
経
済
共
同
体
（
向
向
。
Ⅱ
同
巨
Ｈ
◎
己
の
目

同
８
コ
。
且
Ｏ
Ｃ
Ｃ
日
日
巨
曰
ご
）
と
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
原
子
力
共
同
体
（
向
巨
Ｈ
員
○
日
Ⅱ
同
日
○
℃
の
冒
し
８
日
◎
同
ロ
の
門
田
Ｏ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｅ
昌
口
）
と
が
創

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
ョ
１
戸
シ
・
〈
政
策
は
、
一
方
で
は
反
ソ
路
線
、
他
方
で
は
反
独
路
線
と
い
う
、
第
一

次
大
戦
後
に
構
築
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
の
延
長
上
で
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
戦
に
よ
っ
て
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も
大
き

く
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
援
助
に
依
存
し
つ
つ
そ
れ
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
以
上
、
ア
メ
リ

カ
の
世
界
政
策
に
大
き
く
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
展
開
に
も
部
分
的
修
正
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
ソ

連
を
含
む
東
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
に
対
抗
し
つ
つ
、
ド
イ
ツ
経
済
力
を
減
殺
し
、
ひ
い
て
ば
ド
イ
ツ
軍
事
力
を
抑
制
し
て
い
こ
う
と
い
う
フ
ラ
ン



第
二
次
大
戦
後
の
資
本
主
義
的
世
界
経
済
に
と
っ
て
、
東
欧
か
ら
中
国
に
か
け
て
の
緩
衝
地
帯
の
喪
失
を
前
提
に
し
て
の
再
編
の
課
題

は
▽
い
わ
ゆ
る
「
共
産
圏
」
に
対
す
る
直
接
的
な
軍
事
的
対
決
を
い
か
に
達
成
す
る
か
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
「
中
心
国
」
ア
メ

リ
カ
に
と
っ
て
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
、
日
本
の
復
興
・
発
展
を
軸
に
し
つ
つ
、
ふ
ず
か
ら
の
軍
事
同
盟
に
引
き
入
れ
る
以
外
に
道
は
な
い
。

第
一
次
大
戦
後
の
場
合
と
違
っ
て
、
第
二
次
大
戦
後
は
資
本
主
義
的
に
高
度
に
発
展
し
た
ド
イ
ツ
、
日
本
を
対
決
の
矢
面
に
立
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
諸
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
城
内
平
和
、
つ
ま
り
労
働
者
の
体
制
内
化
を
画
策
し
つ
つ
、
再
軍
備
を
強
制
し

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
場
合
、
そ
の
復
興
・
発
展
は
戦
前
来
の
重
工
業
の
復
活
に
ま
つ
以
外
に
な
く
、

こ
こ
に
ヤ
ル
タ
な
い
し
は
ポ
ツ
ダ
ム
路
線
の
軌
道
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
五
年
二
月
の
ヤ
ル
タ

協
定
で
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
産
業
の
非
軍
事
化
」
路
線
は
、
同
年
七
月
の
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
確
に
さ
れ
た
が
、
そ

れ
は
連
合
国
へ
の
賠
償
支
払
、
軍
事
産
業
の
除
去
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
解
体
な
ど
、
ド
イ
ツ
処
理
の
基
本
方
針
の
決
定
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
方
針
に
も
と
づ
き
、
一
九
四
六
年
三
月
二
八
日
の
米
英
仏
ソ
の
四
カ
国
に
よ
る
ド
イ
ツ
管
理
理
事
会
は
、
軍
需
生
産
の
禁
止
、

鉄
綱
な
ど
の
工
業
生
産
の
制
限
（
生
産
水
準
を
一
九
三
八
年
水
準
の
五
○
％
と
す
る
）
、
生
産
設
備
の
解
体
撤
去
、
賠
償
な
ど
の
具
体
策

を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
処
理
に
消
極
的
な
ア
メ
リ
カ
と
積
極
的
な
英
仏
の
対
立
が
染
ら

れ
た
が
、
特
に
ド
イ
ツ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
解
体
に
つ
い
て
は
、
い
っ
き
ょ
に
解
体
を
主
張
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
、
そ
れ
に
強
く
反
対
を
示

す
ア
メ
リ
カ
と
の
鋭
い
対
立
が
糸
ら
れ
、
結
局
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
主
張
を
撤
回
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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ス
路
線
は
、
ド
イ
ツ
経
済
力
を
育
成
し
て
反
ソ
の
拠
点
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
米
英
路
線
と
対
立
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

五
結
語



現
在
世
界
経
済
論
の
榊
図

三
四

一
九
四
七
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
講
和
問
題
を
討
議
す
る
た
め
、
米
英
仏
ソ
四
ヵ
国
外
相
会
議

が
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
が
、
会
議
は
決
裂
し
た
。
ド
イ
ツ
処
理
に
関
す
る
米
英
仏
と
ソ
連
と
の
意
見
が
基
本
的
に
対
立
し
て
い
た
こ
と

が
そ
の
決
裂
の
直
接
の
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
会
議
開
催
中
の
三
月
一
二
日
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ト
ル
ー
マ
ン
が
上
下
両
院
合
同
会
議

の
席
上
、
い
わ
ゆ
る
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
宣
言
し
、
ト
ル
『
一
、
ギ
リ
シ
ア
へ
の
反
共
の
た
め
の
経
済
・
軍
事
援
助
に
始
動
し
た

点
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
う
し
て
、
戦
後
処
理
構
想
に
つ
い
て
の
米
英
仏
と
ソ
連
と
の
対
立
は
、
も
は
や
抜
き
差
し
な
ら
な
い
事
態
を
迎
え

て
い
た
が
、
そ
れ
に
だ
め
押
し
と
も
い
え
る
．
ハ
ン
チ
を
く
ら
わ
し
た
も
の
が
同
年
六
月
五
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
復
興
計
画
、
い
わ
ゆ
る
マ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
の
発
表
で
あ
っ
た
。
被
援
助
国
は
受
入
れ
態
勢
と
し
て
共
同
の
復
興
計
画
を
立
案
す
べ
き
で
あ
る
と
の
マ
ー
シ
ャ
ル
の

示
唆
に
も
と
づ
き
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
一
六
ヵ
国
は
同
年
七
月
一
二
日
に
。
く
り
会
議
を
開
き
、
各
国
の
資
源
と
経
済
復
興
の
た
め
の
必
要
額

と
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
二
二
四
億
四
○
○
○
万
ド
ル
に
の
ぼ
る
要
求
額
を
ア
メ
リ
カ
に
提
出
し
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ

ン
を
実
施
に
移
す
べ
く
、
一
九
四
八
年
四
月
三
日
、
ア
メ
リ
カ
は
「
一
九
四
八
年
対
外
援
助
法
」
を
制
定
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
同
月
一

六
日
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
参
加
一
六
カ
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
経
済
協
力
機
構
（
○
向
同
○
）
を
発
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
ド
イ
ツ
経
済
の
復
興
・
発
展
を
軸
と
す
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
に
そ
の
援
助
を
集
中
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ド

イ
ツ
経
済
の
復
興
・
発
展
の
支
柱
を
な
す
も
の
が
ル
ー
ル
重
工
業
地
帯
の
復
活
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
は
ル
ー
ル
の
石
炭
・
鉄
鋼
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
を
形
骸
化
さ
せ
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
解
体
を
実
質

上
停
止
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
二
月
一
○
日
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
を
巻
き
込
ん
で
ル
ー
ル
炭
鉱
・
製
鉄
業
の

所
有
権
を
ド
イ
ツ
に
返
還
す
る
こ
と
を
公
表
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
い
た
ル
ー
ル
の
ド
イ
ツ
へ
の
返
還
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
ル
ー
ル
管
理
に
終
止
符
を
打
ち
、
ド
イ
ツ
重
工
業
コ
ソ
ッ
一
一
ル
ソ
の
復
活
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
安
全
保
障
に
腐
心
す
る



フ
ラ
ン
ス
が
そ
れ
に
強
硬
に
反
対
し
た
の
も
、
け
だ
し
当
然
と
い
え
る
。
し
か
し
Ｚ
ブ
ソ
ス
の
抵
抗
は
、
す
で
に
そ
れ
よ
り
以
前
の
同
年

六
月
一
日
の
米
英
仏
ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
三
国
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
協
定
と
い
う
既
成
事
実
に
よ
っ
て
限
界
が
画
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
前
記
の
西
側
六
ヵ
国
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
協
定
は
、
ド
イ
ツ
の
西
側
占
領
三
地
区
を
統
合
し
て
西
ド
イ
ツ
憲
法
を
作
成
す
る
と
い
う
、

東
西
ド
イ
ツ
分
割
、
西
ド
イ
ツ
国
家
創
設
を
決
定
し
、
ひ
き
つ
づ
い
て
同
一
八
日
に
は
、
同
地
区
で
新
旧
マ
ル
ク
の
交
換
レ
ー
ト
を
一
○

対
一
と
す
る
と
い
う
通
貨
改
壹
革
を
も
実
施
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
創
設
に
向
け
て
着
着
と
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
対
独
な
い
し
対
日
政
策
は
、
一
九
四
八
年
ご
ろ
ま
で
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
諸
国
な
り
中

国
な
り
の
い
わ
ゆ
る
人
民
民
主
主
義
革
命
の
進
展
と
．
ハ
ラ
レ
ル
に
連
動
し
つ
つ
、
そ
の
転
換
を
し
だ
い
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
政
策
の
根
本
を
規
定
し
た
も
の
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
戦
争
へ
の
基
本
動
力
を
な
し
た
と
見
敬
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
重
工
業

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
な
り
、
日
本
の
財
閥
な
り
の
処
理
い
か
ん
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
政
策
の
転
換
も
、

こ
う
し
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
な
り
財
閥
な
り
の
処
理
を
不
徹
底
化
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
復
活
を
公
然
化
さ
せ
る
こ
と
に
そ
の
焦
点
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
ヤ
ル
タ
な
い
し
ポ
ツ
ダ
ム
路
線
の
否
定
の
上
に
の
承
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
処

理
の
中
核
を
な
し
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
路
線
は
、
そ
の
路
線
を
姪
桔
と
す
る
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
次
大

戦
後
の
ヤ
ル
タ
・
ポ
ツ
ダ
ム
路
線
は
、
そ
の
構
築
者
自
身
が
そ
れ
を
梗
桔
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

史
上
初
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
成
立
は
、
高
度
に
発
展
し
た
資
本
主
義
諸
国
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
青
天
の
騨
躍
で
あ
っ
た
が
た
め

に
、
た
だ
ち
に
そ
の
打
倒
を
目
指
し
て
そ
れ
ら
諸
国
を
対
ソ
干
渉
戦
争
へ
と
駆
り
立
て
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
も
水
泡
に
帰
す
る
と
、
そ
れ

ら
諸
国
は
緩
衝
地
帯
を
設
定
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
。
ロ
シ
ア
を
隔
離
し
、
封
じ
込
め
る
政
策
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
悪
し
き
伝

染
病
患
者
を
隔
離
。
幽
閉
し
、
外
部
の
者
が
近
づ
け
な
い
よ
う
に
そ
こ
に
防
疫
線
を
設
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
防
疫
線
の

現
在
世
界
経
済
論
の
構
図
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設
定
は
健
康
な
者
の
自
衛
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
し
に
は
そ
の
生
命
の
維
持
す
ら
覚
束
な
い
。
資
本
主
義
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
緩
衝
地

帯
の
設
定
自
体
は
ｌ
ソ
ヴ
ィ
壜
卜
・
ロ
シ
ア
の
出
現
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
蓬
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
ｌ
資
本
主
義
の
自
衛
薑

で
あ
り
、
そ
の
生
命
の
維
持
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
戦
後
の
資
本
主
義
的
再
編
の
課
題

は
、
単
な
る
市
場
の
再
分
割
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市
場
再
編
と
は
異
質
な
次
元
の
問
題
で
あ
る
対
社
会
主
義
と
い
う
ふ
ず
か
ら
の
生
命
の
維

持
・
保
存
を
も
同
時
に
遂
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
資
本
主
義
は
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
性
格
を
明
確
に

し
て
く
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
後
に
な
る
と
、
そ
の
緩
衝
地
帯
を
す
ら
喪
失
し
て
く
る
。
ふ
ず
か
ら
の
生
命

の
維
持
・
保
存
の
た
め
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
緩
衝
地
帯
を
す
ら
設
定
不
能
に
陥
っ
た
第
二
次
大
戦
後
の
資
本
主
義
は
、
そ
の

維
持
・
保
存
装
置
を
い
か
に
し
て
確
保
し
て
い
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
疫
病
を
防
ぐ
手
段
す
ら
失
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
健
康
者
の
生
命
は

常
に
外
部
（
Ⅱ
医
者
）
の
力
に
依
存
し
つ
つ
、
死
と
対
決
し
て
い
く
以
外
に
方
法
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
医
者
で
す
ら
、
そ
の
危
険
か

ら
安
全
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
全
く
な
い
。
か
く
し
て
、
資
本
主
義
は
常
に
社
会
主
義
と
直
接
的
な
対
決
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
が
、

そ
の
手
段
は
一
義
的
に
は
政
治
的
・
軍
事
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
さ
に
資
本
主
義
は
、
み
ず
か
ら
の
生
命
の
維
持
・
保
存

を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
死
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
歴
史
の
．
〈
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陣
吟
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
第

二
次
大
戦
後
の
資
本
主
義
は
過
渡
期
性
格
を
よ
り
明
確
に
、
ま
た
よ
り
深
化
さ
せ
た
と
い
え
る
。
い
わ
ば
現
代
資
本
主
義
の
第
一
段
階
を

緩
衝
地
帯
の
設
定
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
第
二
段
階
は
緩
衝
地
帯
の
喪
失
、
レ
ー
ニ
ン
流
に
ア
ナ
ロ
ジ
ヵ
ル
に
い
え
ば
、
現
代
資
本
主

義
の
般
高
（
最
終
）
段
階
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

追
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